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は じ め に 

 

 男性も女性もすべての個人が、互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分に

発揮できる男女共同参画社会の形成は、私たちみんなの願いであり、２１世紀の

我が国社会を決定する最重要課題のひとつとして位置付けられています。 

平成 11 年に男女共同参画社会基本法が制定され、これまで国、地方公共団体で

は、男女共同参画実現に向けた様々な取組が進められてまいりましたが、急激な

社会情勢の変化や少子化が進む中、様々な解決すべき課題が残されています。 

県では、平成 13 年に男女共同参画推進条例を制定し、男女共同参画社会の形成

に向けた取組を進めてまいりました。 

また、男女共同参画社会基本法に基づく本県の男女共同参画計画を平成 23 年 3

月に「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」として策定しました。 

このプランでは、石川県がめざす男女共同参画社会「男女が共に築く 活力あ

る石川 ―３つのＣ（チェンジ、チャレンジ、チャンス）の実現―」に向け、「男

女共同参画の理解促進」「女性が社会のあらゆる分野の意思決定に参画し自立的な

力を持つこと（女性のエンパワーメント）の促進」「仕事と生活の調和（ワークラ

イフバランス）の推進」「人権が尊重される社会の形成」の４つの基本的視点に基

づき、施策の推進に取り組むこととしています。 

本書は、石川県男女共同参画推進条例に基づく年次報告書として作成したもの

で、「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」に基づく施策の実施状況及び男女共

同参画に関する各種のデータをまとめて、本県の男女共同参画の推進状況を明ら

かにしたものです。 

男女共同参画社会の形成は行政のみの努力で実現するものではありません。県

民の皆様、企業、団体等と手を携えながら取組を進めていくことが重要だと考え

ております。本書を男女共同参画社会の形成に向けた取組の参考資料として多く

の方々にご活用いただければ幸いです。 

 

平成 25 年１月 

 

                     石川県県民文化局長 
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本県の男女共同参画の推進状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県の取組概要 

 平成 13 年度に男女共同参画社会基本法に基づく県の男女共同参画計画を

「いしかわ男女共同参画プラン２００１」として策定し、同年、石川県男女

共同参画推進条例を制定した。平成 18 年度に、同プランを「いしかわ男女

共同参画プラン」として改訂した後、平成 22 年度に、これまでの取組の成

果と課題を踏まえた新プランとして、「いしかわ男女共同参画プラン２０１

１」を策定した。 

これまで、本県の男女共同参画社会の形成を一層推進するため、市町や財

団法人いしかわ女性基金、男女共同参画推進員等と連携を図りながら、職場、

学校、地域、家庭に対し様々な啓発事業等を積極的に実施してきた。 

平成 23 年度は、新プランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けた取

組として、若者と男性の男女共同参画意識の啓発、女性の社会参画の促進、

配偶者等からの暴力対策の推進などを実施した。 

今年度は、引き続き、あらゆる人々に対する男女共同参画の理解促進を目

的とした事業に取り組んだことに加え、企業の男女共同参画に向けた取組の

実践を促すため、「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」認定制度を創設し

た。  

また、男女共同参画の取組を効果的に進めていくためには、住民の最も身

近な行政機関である市町の取組が極めて重要であることから、県では従前か

ら市町の男女共同参画の取組が進むよう情報提供を行うとともに、計画策定

や条例制定に取り組む市町への助言等の支援を実施してきた。 
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１ 石川県男女共同参画推進条例（平成１３年１０月１２日公布・施行）の概要 
 

 男女共同参画社会を実現するためには、県民一体となって取り組むことが重要であることから、

基本理念や県、県民、事業者の責務を明らかにするとともに、基本的な施策を定めた条例を制定

した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・男女共同参画推進施策

の総合的な策定・実施 

・国､市町、県民、事業者

と連携した取組の実施 

 

・男女共同参画に沿った

事業活動の推進 

・職業生活と家庭生活等

が両立できる職場環境

の整備 

・県が実施する施策への

協力 

 

・男女共同参画計画の策定      ・男女共同参画苦情処理機関の設置 

・県民及び事業者の理解促進     ・市町への情報提供等の支援 

・男女共同参画推進員の設置     ・年次報告の作成、公表 

・調査研究の実施            ・推進体制の整備 

・事業者からの報告徴収        ・男女共同参画審議会の設置 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ共に責任を担うべき社会 

男 女 共 同 参 画 社 会 の実 現 

 

・職場、学校、地域、家庭

など社会のあらゆる分野

における男女共同参画

の推進 

・県が実施する施策への

協力 

 

① 男女の人権の尊重 

② 社会における制度や慣行についての配慮 

③ 施策等の立案及び決定への共同参画 

④ 家庭生活における活動と他の活動の両立 

⑤ 生殖に関する自らの決定の尊重及び健康への配慮 

⑥ 国際社会の動向の勘案 

県 県 民 事 業 者 

基 本 理 念 

責 務

施策の基本となる事項
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２ 「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」(平成 23 年 3 月 30 日策定)の概要 

  暮らしやすさが実感できる石川県を築くためには、男性も女性もすべての個人が互いにその

人権を尊重し、多様な価値観を認め合いながら、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同

参画社会を形成することが重要である。 

このため、男女共同参画社会基本法に基づく本県の男女共同参画計画を平成 13 年 3 月に「い

しかわ男女共同参画プラン２００１」として策定、平成 19 年 3 月「いしかわ男女共同参画プ

ラン」として改定し、平成 22 年度に計画期間の最終年度を迎えたことから、社会情勢の変化

やこれまでの取組の成果と課題の検証を踏まえ、新たなプランを「いしかわ男女共同参画プラ

ン２０１１」として平成 23 年 3 月に策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 男女の人権の尊重 

② 社会における制度や慣行についての配慮 

③ 施策等の立案及び決定への共同参画 

④ 家庭生活における活動と他の活動の両立 

⑤ 生殖に関する自らの決定の尊重及び健康への配慮 

⑥ 国際社会の動向の勘案 

基本理念 

 

① 男女共同参画の理解促進 

② 女性が社会のあらゆる分野の意思決定過程に参画し自立的な力をもつこ

と（女性のエンパワーメント）の促進 

③ 仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の推進 

④ 人権が尊重される社会の形成 

基本的視点 

 

Ⅰ  男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 

Ⅱ  方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大 

Ⅲ  職場・家庭・地域において男女がともに個性と能力を発揮できる社会の実現 

Ⅳ  女性の人権が推進･擁護される社会の形成 

Ⅴ  国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

 

平成２３年度から平成３２年度まで 

基本目標 

プランの期間 
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数値目標

項目 備　　考

「いしかわ男女共同参画プラン」の周知度 100% （H27) 34.8% （H22)

「男女共同参画社会」という用語の周知度 100% （H27) 67.5% （H22)

自治会長に占める女性の割合 10% （H27) 1.7% （H24) 現状は4/1現在

Ⅲ
一般事業主行動計画策定企業
（従業員５０～９９人）

100% （H26) 15.4% (H21)

ワークライフバランスの認知度 60% （H25) 30.8% （H20)

男性の育児休業取得率 10% （H29) 0.7% （H20)

マイ保育園登録制度 全市町 （H26) 18市町 （H21)

地域子育て支援拠点 118箇所 （H26) 107箇所 （H21)

ファミリー・サポート・センター 全市町 （H26) 9市町 （H21)

休日保育 46箇所 （H26) 33箇所 （H21)

病児･病後児保育（病児・病後児対応型） 38箇所 （H26) 22箇所 （H21)

放課後児童クラブ 265ｸﾗﾌﾞ （H26) 234ｸﾗﾌﾞ （H21)

農山漁村における女性起業者数 191経営体 （H27) 161経営体 （H23)

家族経営協定締結数 278戸 （H27) 207件 （H23)

女性認定農業者数 127経営体 （H27) 85経営体 （H23)

JA女性理事数
各ＪＡで
2人以上

（H27) 7人 （H23)

高齢者人口１０万人当たりの訪問介護及び通所
介護の事業所数

200箇所 （H27) 200箇所 （H23)
石川県新長期構想
の目標値
現状は10/1現在

特別養護老人ホームの定員 7023床 （H26) 6,500床 （H24)

介護老人保健施設の定員 4,196床 （H26) 4,036床 （H24)

認知症高齢者グループホームの定員 2,911床 （H26) 2,683床 （H24)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護の
ための基本計画の策定市町の割合

100% （H27) 10.5% （H22)

100% （H27) 29.0% （H22)

10%女性農業委員の割合 6.1%

Ⅳ 女性の人権が推進・擁
護される社会の形成 「女性相談支援センター」の周知度

方針の立案・決定過程
への女性の参画の拡大 （H24)

県職員の男性の育児休業及び育児参加休暇の
取得率

現状は6/1現在

いしかわエンゼルプ
ラン2010の目標値

男女共同参画ｉ＆ｉ
（あいあい）プランの
目標項目

基本目標 現状(年度)数値（目標年度）

70% （H26)

職場・家庭・地域におい
て男女が共に個性と能
力を発揮できる社会の
実現

27.2% （H23)

31.7%50%

石川県特定事業主
行動計画の目標値

（H23)（H27)

いしかわエンゼルプ
ラン2010の目標値

石川県長寿社会プ
ラン2012の目標値

Ⅰ

Ⅱ
（H32）

男女共同参画社会づく
りに向けた意識の改革

県の審議会等における女性委員の割合
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「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の体系図（基本目標・課題・施策の方向）

基本目標Ⅰ

男女共同参画社会づくりに向

けた意識の改革

基本目標Ⅲ

職場・家庭・地域において男女

が共に個性と能力を発揮できる

社会の実現

基本目標Ⅴ

国際社会を視野に入れた

男女共同参画の推進

基 本 目 標 （５）

課題１
あらゆる人々に対する男女共同

参画の理解促進

課題２
男女共同参画の視点に立った

社会制度・慣行の見直し

課題４
方針の立案・決定過程への女性

の参画の拡大

課題５
方針の立案・決定過程へ参画で

きる女性の人材養成

課題６
雇用の分野における男女の均等

な機会と待遇の確保

課題７
多様な就業を可能にする環境の

整備

課題８
男女の仕事と生活の調和（ワー

クライフバランス）の実現

課題９
活力ある農山漁村の実現に向け

た男女共同参画の確立

課題10
人々が安心して暮らせる環境の

整備

課題12
女性に対するあらゆる暴力の根

絶

課題13
生涯を通じた女性の健康支援

課題14
メディアにおける人権の尊重

課題15
多様な文化の尊重及び理解の

促進

（１）わかりやすい男女共同参画の広報・啓発活動の推進
（２）男性や若い世代の男女共同参画の理解促進

（１）男女共同参画の視点に立った制度・慣行の見直し
（２）男女共同参画に関する諸問題の調査・研究の充実

（１）行政機関における女性の参画の拡大
（２）企業・団体等における女性の参画促進
（３）地域等における女性の参画の促進

（１）女性がチャレンジできる社会づくり
（２）女性の意見を反映させる機会の拡大

（１）雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
（２）働く女性の妊娠・出産にかかわる保護

（１）女性の職業能力発揮に対する支援の充実
（２）再就職希望者に対する支援の充実
（３）多様な生き方、多様な能力の発揮を可能にするため

の支援及び就業環境の整備
（４）男女のそれぞれ少ない職業分野への参画

（１）仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の推進
（２）労働環境の整備
（３）多様なライフスタイルに対応した子育てや介護の支援

（１）地域社会の構成員としての女性の社会参画の促進
（２）職業人としての能力向上による女性の経営参画の促進

（１）生活困難を抱える家庭への支援
（２）高齢者の自立した生活に対する支援
（３）障害のある人の自立支援と生活環境の整備
（４）バリアフリー社会の推進

（１）女性に対するあらゆる暴力への対策の推進
（２）配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護等の推進

（１）女性の健康づくりの支援
（２）妊娠・出産等に関する女性の健康支援
（３）女性の健康に大きな影響をもたらす問題についての対策

メディアにおける人権尊重のための取組の推進

（１）国際社会の情報収集・提供
（２）多文化が共生する交流社会づくり
（３）国際交流・協力の推進

施 策 の 方 向 （３９）

（１）学校における男女平等教育の推進
（２）家庭における男女共同参画教育の推進
（３）地域における男女共同参画学習・教育の推進

課題11
地域における男女共同参画の推

進

（１）男女共同参画の推進員及び応援団の活動の促進
（２）地域活動等における男女共同参画の促進
（３）災害対策における男女共同参画の推進

基本目標Ⅱ

方針の立案・決定過程への女

性の参画の拡大

課 題 （1５）

基本目標Ⅳ

女性の人権が推進・擁護

される社会の形成

課題３
男女共同参画を推進し、多様な

選択を可能にする教育・学習の充
実
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３ 配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基本計画(平成 17 年 10 月 21 日策定)の概要 

 

 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、外部からその発見が困

難な家庭内において行われるため、潜在化しやすく、しかも加害者に罪の意識が薄いという傾向

にある。また、配偶者からの暴力の被害者は、女性の場合が多く、経済的自立が困難な女性に対

して暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げともなっている。 

 このため、国の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方

針」を勘案し、配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基本的な取組の方向と具体的施策を示す

計画を策定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女の人権が尊重され、配偶者からの暴力におびえることなく安心して暮らせるこ

とのできる社会の実現は、県民の願いであり、暴力を受けた場合でも、被害者が適切

な保護や支援を受けることができ、自立して暮らしていける社会であることが必要で

す。 

この基本計画では、関係機関、関係団体、県民と協力して「配偶者からの暴力のな

い社会」の実現を目指します。

基本理念（目指す社会） 

 

① 配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であること。 

② 被害者の人権や被害者本人の意思は尊重されるべきものであること。 

③ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の適切な保護は国及び地方公共団体の責務で

あること。 

基本的視点 

 

Ⅰ  安心して相談できる体制の充実 

Ⅱ  被害者の安全な保護体制の充実 

Ⅲ  被害者の自立の支援 

Ⅳ  関係機関の連携と協働 

Ⅴ  暴力を許さない社会の実現

 

平成１７年（２００５）年度から（必要に応じ見直す。） 

  

基本目標 

プランの期間 
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基本目標 課　題 施 策 の 方 向
▼ ▼ ▼

配偶者暴力防止及び被害者保護に関する基本計画

（１）医療機関等における被害者対応マニュアルの作成

（１）障害のある人への情報提供

（３）保護施設の利便性の向上

４　職務関係者の資質向上への取組
    強化 （３）相談窓口担当職員以外の職務関係者への働きかけ

（２）保護施設の整備

（２）民生委員・児童委員、人権擁護委員等への働きかけ

（３）通報についての周知

（１）女性相談支援センターの相談体制の充実

（２）女性相談員の設置等による相談体制の充実

（１）DV相談マニュアルの改定

（１）支援プログラムの充実

（３）男性被害者の相談体制の充実

（２）相談窓口担当職員研修の充実

（４）医師・看護師等を目指す者への働きかけ

（１）ＤＶ地域見守りネットワークの充実

（３）高齢者への援助

（１）住宅への入居の支援

（２）中間施設の確保

（１）就業支援の情報提供等

（３）生活物資の調達

（２）語り合う場の提供

（２）加害者に対する暴力抑止相談員の養成

（２）民生委員・児童委員、人権擁護委員等への依頼

（１）ＤＶ対策支援等連絡協議会の連携強化

（２）市町との連携

（１）民間団体との協働や活動の支援

（３）他の都道府県との連携

（３）暴力抑止に関する調査研究の推進

６　外国人被害者への対応

８　同伴家族の保護と援助

（１）苦情処理体制の周知

（１）県民への啓発・広報

（２）学校における取組

（２）外国語での相談体制

（１）加害者に対する暴力抑止相談の体制の充実

（３）民間施設等での一時保護

（３）地域社会に対する啓発

17 暴力抑止のための取組

９　住宅の確保

14 民間団体との協働等

16 暴力を許さない教育・啓発

10　経済的自立の支援

11 メンタルヘルスケアの充実

（１）健康の確保

７　保護体制の整備

５　障害のある人への対応

（１）外国語による情報の提供

（２）民生委員等への働きかけ

15 苦情処理体制の整備

（１）同伴児童への支援

（２）教育機関・保育所への協力要請

（１）メンタルヘルスケアの継続

（２）母子家庭等就業・自立支援センター事業の活用

Ⅲ
被
害
者
の

　
　
　
自
立
の
支
援

Ⅴ
暴
力
を
許
さ
な
い

　
　
社
会
の
実
現

Ⅳ
関
係
機
関
の

　
　
連
携
と
協
働

２　相談体制の充実

12 ＤＶ地域見守りネットワークの充実

13 関係機関との連携、協力

Ⅰ
 

安
心
し
て
相
談
で
き
る
体
制
の
充
実

Ⅱ
被
害
者
の
安
全
な

　
保
護
体
制
の
充
実

３ 支援プログラムの充実

１　発見・通報・支援情報の提供に
    関する体制整備
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４ データで見る男女共同参画の状況 

 

 

 

  男女共同参画社会は、男女が対等な社会の構成員として、その個性と能力を十分に発揮する

ことのできる社会である。本県では、県民の人権についての認識度は高まりつつあるものの、

一方では性別による固定的な役割分担意識などが残っており、引き続き男女共同参画の必要性

について県民の理解と意識啓発を進めていく必要がある。 

 

 

１ 男女の地位の平等感 

（分野別） 

  平成２２年度の「男女共同参画に関する県民意識調査」では、男女の地位が「平等である」

と考える人は、男女とも「学校教育の場」で最も多く、「社会全体」で最も少なくなっている。 

  すべての分野で「男性が優遇されている」と考える人が「女性が優遇されている」と考える

人より多い。      

21.2

8.1

44.2

23.3

22.3

8.3

55.1

44.4

35.1

22.8

25.7

16.7

34.0

20.8

51.3

68.7

24.6

42.1

58.3

71.5

11.4

18.5

35.3

47.3

49.6

57.9

45.6

60.9

8.7

3.7

11.1

5.3

2.3

4.5

2.9

7.8

5.2

8.4

2.8

6.8

7.0

9.8

11.1

7.1

11.1

6.1

6.2

9.9

7.1

9.5

5.2

6.6

9.1

7.9

5.5

6.6

8.9

14.8

7.3

10.1

15.9

18.8

10.3

11.4

4.1

11.1

2.9

3.4

4.1

3.3

3.7

3.0

7.0

5.4

4.3

3.8

7.1

4.9

0.9

6.1

0.9

1.6

2.4

1.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

（男）

（女）

（男）

（女）

（男）

（女）

（男）

（女）

（男）

（女）

（男）

（女）

（男）

（女）

社会全体では

法律や制度の上では

政治の場では

学校教育の場では

地域活動の中では

職場の中では

家庭の中では

平等である
男性が優遇されている 女性が優遇されている

どちらともいえない

わからない

％

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成22年度）」（男女共同参画課）

無回答

 

 

 

基本目標Ⅰ 男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革 
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6.9

8.1

75.4

68.7

7.6

6.6 1.73.7

2.1

11.1

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17

H22

20.1

21.2

57.2

51.3

9.3

8.7

8.2

9.8

5.1

5.5 3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H17

H22

女性

男性

どちらともいえない

わからない

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査」（男女共同参画課）

平等である
男性が優遇されている

女性が優遇されている
無回答

9.4

8.1

21.5

24.5

32.6

31.4

2.2

1.7

19.9

19.0

14.5

14.9 0.5

Ｈ１７

H２２

12.6

9.1

25.8

27.6

31.1

30.8

1.6

2.1

18.8

17.5

10.1

12.7 0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ｈ１７

H２２

6.7

7.3

17.9

22.1

33.8

31.8

20.8

20.1

18.2

16.6 0.81.3

2.6Ｈ１７

H２２

総数

女性

男性

賛成
わからない

あまり賛成しない

賛成しない
どちらともいえない

やや賛成

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査」（男女共同参画課）

無回答 賛成派 反対派

32.5 33.9

29.4 36.7

30.136.7

34.430.9

24.6 39.0

38.4 28.9

（経年比較） 

「社会全体」で男女の地位が「平等である」と考える人の割合は男女ともに増加傾向にあ

るものの、平成１７年度と平成２２年度の調査を比較した場合、あまり変化は見られない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「男は仕事、女は家庭」についての考え方（経年比較） 

女性は反対派（「賛成しない」と「あまり賛成しない」を合計したもの）が賛成派（「賛

成」と「やや賛成」を合計したもの）を上回っているが、男性は賛成派が反対派を上回って

いる。全体では反対派が賛成派を上回っている。 
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（参考）「男女共同参画社会に関する意識調査」（内閣府：平成２４年度） 

   「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方に             

41.8 

36.0 

38.7 

3.8 

2.8 

3.3 

25.2 

30.4 

27.9 

15.8 

18.4 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

13.3

12.4

12.9

反対

13.3 

12.4 

12.9 

41.8 

36.0 

38.7 

3.8 

2.8 

3.3 

25.2 

30.4 

27.9 

15.8 

18.4 

17.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

総数

資料：内閣府「男女共同参画に関する世論調査」（平成24年)

賛成 どちらかといえば賛成
どちらかといえば反対 反対

わからない

 

３ 「男女共同参画社会」という用語と「いしかわ男女共同参画プラン」の周知度 

  「男女共同参画社会」という用語の周知度（「言葉も内容も知っている」と「言葉は聞い

たことがあるが内容までは知らない」を合計したもの）は６７．５％となっており、全国の

６３．７％をやや上回っている。 

  また「いしかわ男女共同参画プラン」の周知度は３４．８％となっている。 

63.7

67.5

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

全国

石川

34.8

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

男女共同
参画社会

いしかわ男女
共同参画プラン

資料：石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成22年）」（男女共同参画課）
内閣府「男女共同参画に関する世論調査（平成２４年）」  

４ 大学進学率の推移 

  女性の大学（学部）への進学率は毎年伸び続けており、平成２３年度では４５．８％であ

った。短期大学への進学率１０．４％を合わせると女子の大学進学率は５６．２％と、平成

１８年度より５０％を超え、女性の自己表現への意欲は高まって来ていると言える。 

36.6 

44.9 

46.9 

47.0 47.8 
49.3 51.3 52.1 53.5 

55.2 55.9 
56.4 

56.0 

19.0 

27.5 

32.7 33.8 34.4 35.2 

36.8 
38.5 

40.6 
42.6 44.2 

45.2 
45.8 

9.8 11.0 
12.8 13.2 13.8 

14.4 
14.8 15.1 15.0 15.5 15.5 

17.4 

16.4 

24.4 

21.9 15.8 14.7 13.9 

13.5 13.0 12.4 11.9 11.5 11.1 10.8 
10.4 

4.4 5.6 
6.3 6.4 6.8 7.1 7.2 7.1 7.0 7.5 6.8 7.1 7.0 

0

10

20

30

40

50

60

H5 H10 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

（％） 大学等進学率の推移（全国）

大学生・男性 大学生・女性 大学院生・男性 短大生・女性 大学院生・女性

 
資料：内閣府 平成 24 年版男女共同参画白書

（文部科学省「学校基本調査」より作成） 
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  女性が社会のあらゆる分野において、方針の立案及び決定過程に参画することは、女性

自身の能力発揮や地位向上のみならず、暮らしやすさが実感できる社会づくりに資するも

のと期待される。 

現在、方針の立案及び決定過程への女性の参画は徐々にではあるが増えつつあることか

ら、この流れをさらに確実なものにしていくために、女性がチャレンジできる社会づくり

を推進するとともに、企業や団体、地域等のトップ層に対する意識啓発を図っていくこと

が重要である。 

 

 

１ 議会の女性議員の割合 

 本県の女性議員の割合は、県・市は全国平均を下回っており、町議会については、平

成１９年から全国平均を上回っていたが、平成２３年は全国平均８．４％に対し６．０％

と下回っている。  

資料：総務省調べ（各年12月31日現在）

7.2 7.3 
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10.6 10.8 
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6.4 
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8.1 8.4
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9.0 9.2 9.3

8.2

6.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0
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17 18 19 20 21 22 23

市議会（全国平均）

石川県

町村議会（全国平均）

町村議会（石川県）

市議会・町村議会

全国

市議会（石川県）

 

２ 石川県各種審議会等への女性の登用状況 
 

県の審議会等における女性委員の割合は年々増加し、平成２４年６月現在では 

３１．７％（３５４人）となっている。また女性委員のいない審議会は平成２１年度で「０」 

となっている。 

基本目標Ⅱ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大 

389 396
361 368 379 377 360 354

27.3
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30.4 31.3 31.5 31.6 31.7

0

5

10

15

20

25

30

35

0

100

200

300

400

500

600

700

800

17 18 19 20 21 22 23 24

女性委員数 女性委員割合
人 ％

年度
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３ 県職員の役付・管理職に占める女性の割合 
 
 県庁の知事部局では、将来の管理職につながる「その他の役付職員」（係長～課長補

佐）の中で女性職員が占める割合は、毎年増加傾向にあるが、「課長相当職以上」では

平成２２年度をピークに減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４ 人間開発に関する指標の国際比較 
  国際的に見た場合、我が国の方針の立案及び決定過程への女性の参画は遅れている。例

えば、日本は平均寿命・教育水準・国民所得で測る人間開発指数（ＨＤＩ）で見れば世界

１８７か国中第１２位、国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられ

ているかを表すジェンダー不平等指数（ＧＩＩ）では、１４６か国中第１４位となってい

る。 

  一方で、男女間の格差を数値化し、ランク付けしたものであるジェンダー・ギャップ指

数（ＧＧＩ）は１３５か国中９８位であり、我が国は女性が政治・経済活動に参画し、意

思決定に参加する機会が不十分であることが分かる。 

5.6 6.1 6.0 
7.2 

8.0 8.2 
7.3 7.0 

21.7 22.2 22.7 
23.5 

24.2 
24.9 25.5 26.0 

0.0

5.0

10.0

15.0
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25.0

30.0

17 18 19 20 21 22 23 24

課長相当職以上 その他の役付職員

年度

％

資料：人事課 

ＨＤＩ（人間開発指数） ＧII（ジェンダー不平等指数） ＧGI（ジェンダーギャップ指数）
順位 国　　　名 ＨＤＩ値 順位 国　　　名 ＧＩＩ値 順位 国　　　名 ＧＧＩ値

1 ノルウェー 0.943 1 スウェーデン 0.049 1 アイスランド 0.850
2 オーストラリア 0.929 2 オランダ 0.052 2 ノルウェー 0.840
3 オランダ 0.910 3 デンマーク 0.060 3 フィンランド 0.826
4 米国 0.910 4 スイス 0.067 4 スウェーデン 0.802
5 ニュージーランド 0.908 5 フィンランド 0.075 5 アイルランド 0.781
6 カナダ 0.908 6 ノルウェー 0.075 6 ニュージーランド 0.777
7 アイルランド 0.908 7 ドイツ 0.085 7 デンマーク 0.772
8 リヒテンシュタイン 0.905 8 シンガポール 0.086 8 フィリピン 0.768
9 ドイツ 0.905 9 アイスランド 0.099 9 レソト 0.765

10 スウェーデン 0.904 10 フランス 0.106 10 スイス 0.756

11 スイス 0.903 11 韓国 0.111

～

12 日本 0.901 12 ベルギー 0.114 96 タジキスタン 0.653
13 香港 0.898 13 スペイン 0.117 97 マレーシア 0.653
14 アイスランド 0.898 14 日本 0.123 98 日本 0.651
15 韓国 0.897 15 イタリア 0.124 99 ケニア 0.649

100 ベリーズ 0.649

資料：国連開発計画「人間開発報告書」（2011年）、世界経済フォーラム「The Global Gender Gap Report」（2011年）

　HDIとは、国連開発計画（UNDP)による指数で、

「長寿で健康な生活」、「知識」及び「人間らしい生活

水準」という人間開発の３つの側面を測定したもの。

　具体的には、出生時の平均寿命、知識（平均就学

年数及び予想就学年数）、1人当たり国内総所得

（GNＩ）を用いて算出している。

　表は187ヶ国中の順位である。

　GIIとは、国連開発計画(UNDP)による指数で、
国家の人間開発の達成が男女の不平等によって

どの程度妨げられているかを明らかにするもの。3

側面5指標から構成されている。

「保健分野」・妊産婦死亡率　・15－19歳の女性

1,000人当たりの出生率

「エンパワーメント」・国会議員女性割合　・中等

教育以上の教育を受けた人の割合（男女別）

　「労働市場」・労働力率（男女別）

　表は146カ国中の順位である。

　GＧＩとは、世界経済フォーラムが、各国内の男

女間の格差を数値化し、ランク付けしたもので、

経済分野、教育分野、政治分野及び保健分野の

データから算出され、０が完全不平等、１が完全

平等を意味しており、性別による格差を明らかに

できる。

　表は135カ国の順位である。
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家庭における家事、育児、介護の役割の多くは女性が担っており、職業生活との両立が

難しい現状があり、その労働に対する適正な評価がなされる社会の形成が求められている。 

男女それぞれが希望する職業生活と家庭生活･地域生活のバランスを実現できるよう、職

場環境や生活環境の整備を図る必要がある。 

  男女が共に職業生活と家庭生活の両立を図りつつ、地域社会にも参加することができる

ようにするためには、固定的性別役割分担意識にとらわれることなく男女が地域社会のさ

まざまな組織の運営等に積極的に参画することが重要である。 

  また、すべての人が安全で安心して暮らせる地域社会を形成するために、その地域に暮

らす人々が、男女の別のみならず、年齢、障害の有無、国籍等にかかわりなく地域に参画

できる条件整備を進める必要がある。 

 

１ 女性の就業 
 

 年齢階級別労働力率は、男性が２０歳代後半から５０歳代までを山とする台形を描い

ている。女性は３０歳代を底とするいわゆるＭ字カーブを描き、結婚、出産、子育て期

に就業を中断する女性が多い。石川県の女性は全国に比べてＭ字のくぼみは小さい。 
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資料：「国勢調査調査（平成２２年）」（総務省）

年 齢 階 級 別 労 働 力 率

資料：「国勢調査（平成１７年）」（総務省）
 

基本目標Ⅲ 職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現 

資料：「賃金構造基本統計調査」（厚生労働省）から算出
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男女の給与格差（石川）

（年）23
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石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

職場での男女平等について
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（女）
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（男）
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（男）

（女）

募集や採用の条件では

昇進・昇格は

人事配置は

教育や研修制度は

賃金は

仕事の内容は

全体的には

平等である
男性が優遇されている

女性が優遇されている

どちらともいえない
わからない

％

（１）職場における平等感 

男女共同参画に関する県民意識調査によると、男女とも「平等である」と回答した

人が最も多いのは「教育や研修制度」（女性：61.5％、男性：61.3％）となっている。 

一方、最も少ないのは「昇進・昇格」（女性：31.0％、男性：27.7％）となってい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 女性が働き続ける上での障害 

    女性が働き続ける上で障害となっているものとして、男女とも「家事・育児が十分

にできない」が最も多く、次いで女性は「病人・高齢者の世話が十分にできない」、

男性は「結婚や出産の際退職しなければならない慣行が今でも残っている」が多くな

っている。 
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20.1 

18.4 

28.2 
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44.0 

75.4 

4.1 
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男性

家事・育児が十分にできない

結婚や出産の際退職しなければならない慣行が

今でも残っている

病人・高齢者の世話が十分にできない

家族の同意、協力が得られない

賃金、待遇等で性差別がある

中高年の女性に退職を促すような周りの

圧力がある

女性の能力が正当に評価されない

特に障害はない

その他

（％）

女性が働き続ける上での障害

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）
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（３）女性の再就職に必要なこと 

   女性の再就職に必要となっているものとして、男女とも「保育体制を充実する」が

最も多く、次いで女性は「パートタイマーの労働条件を向上させる」、男性は「退職

時と同一企業に再雇用されるようにする」が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 女性パートタイム労働者の割合の推移 
 
  女性の常用労働者数は、平成21年に19万人を超え、平成22年平均では19万7千人超と

なったが、そのうちパートタイム労働者の割合は４０％を超え、男性と比較して高い割

合で推移している。 

 

　　　　　　　　パートータイム労働者の割合の推移

183.443 
179.778 178.207

195.994 197.828 199.356

223.133 
235.003 240.388 234.226

231.250 231.872

31.8 32.4
35.0 

37.8 
40.3 41.3
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12.9 11.9 11.8
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常用労働者数（女性） 常用労働者数（男性）

ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の割合（女性） ﾊﾟｰﾄﾀｲﾑ労働者の割合（男性）

年

％千人

常 用 労 働 者：期間を決めず、又は１ヶ月を超える期間を決めて雇われている者。
日々又は１ヶ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前２ヶ月にそれぞれ１８日以上雇われた者。

パートタイム労働者：常用労働者のうち、
１日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者。
１日の所定労働時間が一般の労働者と同じで、１週間の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者。

資料：「毎月勤務統計調査年報」（石川県統計情報室）

 

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査(平成２２年度）」（男女共同参画課）

女性の再就職に必要なこと

1.1
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35.5 
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女性

男性
パートタイマーの労働条件を向上させる

相談、情報提供機関を充実する

退職時と同一企業に再雇用されるように
する

求人の年齢制限を緩和する

介護・医療施設などを充実する

保育体制を充実する

再就職のための自己啓発セミナーや
技術、技能の習得機会を増やす

％
その他
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３ 農林漁業における女性の参画状況 

 農林漁業における方針決定の場への女性の参画は、まだ少ないものの、積極的な取組が

行われており、徐々にではあるが増加している。 

 また、総合農協(※)の正組合員数でみると、組合員総数は減少傾向にある中で、女性の

組合員は増えている。 

農林漁業分野の女性の参画 （単位：戸、人）

区　分 H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２３

家族経営協定締結数 142 149 165 181 189 197 207

起業者 73 75 152 155 154 152 161

認定農業者 27 60 74 85 86 89 85

漁業士 5 5 6 8 9 9 9

農業委員 8 8 10 13 13 17 25

（各年度3月31日現在　農業政策課調べ）  

総合農協の女性役員等の推移 （注）女性の人数/全体

区　分 H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２3

役員 5/502 3/490 3/400 3/388 4/383 4/385 8/386

正組合員
8,646/
68,381

8,750/
67,249

8,877/
66,547

8,939/
65,651

9,140/
64,834

9,533/
64,470

10,141/
64,301

（各年度3月31日現在　農業政策課調べ）

※総合農協：農産物の集荷・販売、資材購入、共同利用、営農指導、信用、共済など広範な事業を総合的に行う農協である。  
 

４ 仕事と生活の調和 

男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこととして、男女とも「男女とも

育児・介護休業制度を取得しやすくする職場環境づくり」が最も多く、次いで「保育施

設（職場内保育所を含む）や保育時間の延長など保育サービスの充実」となっている。 

 

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

　　男女が共に仕事と家庭を両立していくために必要なこと
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育児などによる退職者の再雇用制度の
普及

「男は仕事、女は家庭」など男女の固定的役
割分担意識の見直し

在宅勤務やフレックスタイムの導入

ホームヘルパー制度など介護サービスを充
実させること

労働時間の短縮

職場における男女差別の是正

その他

男女とも育児・介護休業制度を取得しやすく
する職場環境づくり

パートタイマーの給与・労働条件の改善

％

職業上必要な知識、技術等、職業訓練の
充実
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石川県の高齢者人口の推移・将来推計
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(国立社会保障・人口問題研究所H19年5月推計）

1,174 1,155 1,128 1,093

1,053 1,009 960

育児・介護休業の取得状況等

17 18 19 20 21 22 23

取得者　（人） 315/421 420/489 364/453 443/497 438/482 525/603 588/616

取得率　（％） 74.8 85.9 80.4 89.1 90.9 87.1 95.5

取得者　（人） 0/978 19/1,398 11/1,287 6/1,159 8/1,127 4/1,103 17/1,233

取得率　（％） 0.0 1.4 0.9 0.5 0.7 0.4 1.4

女性 取得者　（人） 17 25 17 27 23 17 31

男性 取得者　（人） 6 12 7 9 4 6 19

資料：石川県「賃金等労働条件実態調査」（労働企画課）

　　※「育児休業取得者数」は、前年度に「育児休業を開始した人数/出産又は配偶者が出産した人数」を示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
区分

　　※常用労働者１０人以上を雇用する県内1,400事務所を対象に調査。回収率50%程度

育児休業

介護休業

女性

男性

育児・介護休業の取得状況（石川県）

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勤務時間短縮等の措置状況（石川県） ※（　　）内は事業所数　（平成23年7月31日現在）

3歳まで
小学校

入学まで
小学校

3年生まで
小学校

卒業まで
小学校卒業後も

利用可

 35.4%   (273)  64.6%   (499)  43.8%   (338)  16.3%   (126)  2.1%   ( 16)  1.4%   (  11)  1.0%   (  8)

 40.9%   (316)  59.1%   (456)  31.6%   (244)  24.2%   (187)  1.3%   ( 10)  1.3%   ( 10)  0.7%   ( 5)

石川県「賃金等労働条件実態調査」（労働企画課）

短時間勤務制度

所定外労働の免除

制度なし 制度あり

 

※（　　）内は事業所数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

4.2%   ( 29) 5.9%   ( 37) 4.9%   ( 32)  5.1%   ( 34)  6.1%   ( 43)  7.6%   ( 59)

20.6%  (141) 24.0%  (151) 26.0%  (171) 27.4%  (183) 31.6%  (223) 32.9%  (254)

1.2%    (  8) 1.0%    (  6) 1.7%    ( 11) 1.6%    ( 11) 1.1%    (  8) 2.5%    ( 19)

- - - - 23.5%(166) 25.0%(193)

石川県「賃金等労働条件実態調査」（労働企画課）

事業所における育児休業及び勤務時間短縮等以外の措置状況（石川県）

託児施設の設置運営

フレックスタイム

始業・終業時刻の繰下げ、繰上げ

育児休業に準ずる措置

区　　　　　　　　分

 

※（　　）内は事業所数

H18 H19 H20 H21 H22 H23

43.6%   (298) 44.3%  (278) 48.2%  (317) 50.2%  (336) 52.2%  (368) 54.9%  (424)

7.2%   ( 49) 8.3%   ( 52) 10.7%   ( 70) 10.9%   ( 73) 12.1%   ( 85) 9.8%   ( 76)

3.5%   ( 24) 3.3%   ( 21) 5.3%   ( 35)   3.9%   ( 26)   3.7%   ( 26)   4.1%   ( 32)

12.0%   ( 82) 10.8%   ( 68) 12.5%   ( 82) 11.8%   ( 79) 9.6%   ( 68) 9.5%   ( 73)

3.4%   ( 23) 5.9%   ( 37) 4.3%   ( 28)   5.1%   ( 34)   6.1%   ( 43)   6.7%   ( 52)

20.9%  (143) 23.2%  (146) 24.8%  (163) 26.8%  (179) 25.8%  (182) 27.1%  (209)

1.6%   ( 11) 1.4%  (   9) 2.4%  ( 16) 1.9%  ( 13) 1.1%  ( 8) 1.2%  ( 9)

石川県「賃金等労働条件実態調査」（労働企画課）

週又は月の所定労働時間の短縮

始業・終業時刻の繰下げ、繰上げ

介護サービス費用の助成

個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める

フレックスタイム

週又は月の所定労働日数の短縮

区　　　　　　　　分

１日の所定労働時間の短縮

事業所における介護休業以外の措置状況（石川県）

 
５ 高齢社会の到来 

  本県の６５歳以上の高齢者人口は、平成３２年には３３万人に達し、本県人口のほぼ

３割になると推計されている。また、高齢者人口の多くを女性が占めることから、高齢

者問題の解決が女性問題の解決にもつながる。 
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  女性に対する暴力は女性の人権を著しく侵害する行為であり、男女共同参画社会の実現

を阻む要因となっている。こうした問題は、人権意識の高まりの中で顕在化しつつあるが、

社会の理解は未だに不十分である。女性に対する暴力は個人的な問題ではなく、男女がお

かれている状況等に根ざした構造的問題であると認識し、その根絶に向けた取組や被害女

性への支援の充実を図る必要がある。さらに、女性には男性と異なる健康上配慮すべき面

があるため、生涯を通じた健康の支援も必要である。 

 

１ 女性の人権に関する意識 

  「女性の人権が尊重されていないと感じるのはどのようなことについてですか。」とい

う問いに対しては、女性では「配偶者（事実婚や元配偶者を含む）や交際相手からの身体

的・精神的・性的暴力」が最も多く、男性では「職場や地域におけるセクシュアル・ハラ

スメント」が最も多い。 

男女で比較するとほとんどの項目で女性の比率が男性の比率を上回っており、差が最も

大きいのは「配偶者（事実婚や元配偶者を含む）や交際相手からの身体的・精神的・性的

暴力」である。 

また、「特にない」という回答も男女の差が大きい。 

 

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

女性の人権が尊重されていないと感じるのはどのようなことについてですか。（複数回答）

5.5 

28.7 

2.5 

7.1 

10.9 

15.9 

15.9 

26.2 

28.9 

33.2 

3.4 

19.6 

2.8 

4.5 

14.7 

20.1 

21.1 

34.7 

42.6 

40.9 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

売買春（援助交際を含む）

職場や地域におけるセクシュアル・ハラスメント

配偶者（事実婚や元配偶者を含む）や交際相手から
の身体的、精神的、性的暴力

女性の体の一部や媚びたポーズ・視線を、内容に
関係なく使用した広告など

女性のヌード写真などを掲載した雑誌等

「未亡人」、「○○夫人」のように女性にだけ用いられ
る言葉

女性の容ぼうを競うミス・コンテスト

その他

特にない

無回答

男性

％

女性

 

２ 配偶者等からの暴力の状況 

 (1) 配偶者からの被害経験の有無 

   配偶者から身体的暴行、心理的攻撃、性的強要のいずれかの被害を受けたことが「あ

った」（「何度もあった」と「１、２度あった」を合計したもの）と答えた人は、男女

ともに全国より若干多くなっている。 

基本目標Ⅳ 女性の人権が推進・擁護される社会の形成 
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（％）

女性 男性

警察 78.1 79.0

石川県女性相談支援センター（配偶者暴力相談支援センター） 35.6 20.1

市役所、町役場 20.5 25.1

福祉事務所、保健所 20.1 16.2

女性センター 23.0 12.1

人権擁護委員 13.4 24.1

こころの健康センター 17.7 10.7

医療関係者 9.4 9.3

民間支援団体 4.4 4.8

その他 1.6 1.8

知っているところはない 9.1 10.3

無回答 3.3 5.9

　　　石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

　　相談機関・関係者の周知度

 (2) 交際相手からの被害経験の有無 

   交際相手からの被害経験が「あった」（「何度もあった」「１、２度あった」を合計
したもの）と答えた人は全国に比べて、女性は３．４ポイント、男性は３．５ポイント
多くなっている。 

(%)

交際相手からの被害経験の有無

5.8 

9.3 

93.4 

90.7 

0.8 全 国

石 川

13.7 

17.1 

85.3 

82.9 

0.9 全 国

石 川

10.1 

14.0 

89.0 

86.0 

0.9 全 国

石 川

総数

女性

男性

なかったあった 無回答

 

 (3) 相談機関・関係者の周知状況 

   配偶者や恋人の間で、相手から暴力を受けたときに相談できる機関や関係者のうち知

っているものは、女性は「警察」が最も多く、次いで「石川県女性相談支援センター（配

偶者暴力相談支援センター）」、「女性センター」の順となっている。男性は「警察」、

「市役所、町役場」、「人権擁護委員」の順となっている。 

 

(%)

配偶者からの被害経験の有無

18.3 

19.3 

79.7 

69.0 

2.0 

11.8 

全 国

石 川

32.9 

34.9 

65.5 

57.3 

1.6 

7.8 

全 国

石 川

26.2 

28.4 

72.0 

62.2 

1.8 

9.4 

全 国

石 川

総数

女性

男性

資料：石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成22年）」（男女共同参画課）
内閣府「男女間における暴力に関する調査（平成24年）」

あった まったくない 無回答
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３ ＤＶに関する相談及び保護件数の推移 

配偶者暴力相談支援センター（石川県女性相談支援センター及び金沢市女性相談支援室）

に寄せられるＤＶに関する相談件数は、平成１７年度に減少したものの、平成１８年度以

降、年々増加している。 

また、女性相談支援センターにおけるＤＶ被害者の一時保護件数は、平成１９年度に減

少したが、平成２０年度以降は再び５０件を超えている。 

年　度 Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 H22 H23

相談件数 693 715 683 844 1,079 1,293 1,388 1,475 1,412

一時保護件数 41 47 51 57 37 53 58 52 54

ＤＶ相談及び一時保護の状況

資料：男女共同参画課

（件）

 

 

４ 女性の健康への配慮 

  女性には妊娠、出産など、生涯を通して健康上配慮すべき点がある。そのため、女性が

健康状態に応じて的確に自己管理できるように、健康に関する教育や社会の配慮が必要で 

  ある。 

   

52 52

36

62

38

54
49

4.8 
4.7 

4.5 
4.3 4.2 4.2 4.1 

5.2 5.1 

3.5 

6.1 

3.8 

5.6
5.1

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7

周
産
期
死
亡
率
（
出
生
千
対
）

周
産
期
死
亡
数
（
石
川
県
）

石川県全国

１８ １９ ２０１７

年度

資料：厚生労働省「人口動態統計」
（周産期死亡数は妊娠満２２週以後の死産と生後１週未満の死亡を加えたもの）

人

２１ ２２ ２３

 
  

 

５ メディアにおける女性の人権の尊重 

メディアにおける性・暴力表現について、女性では「そのような表現を望まない人や子

どもの目に触れないようにする配慮が足りない」がもっとも多く、次いで「社会全体の性

に対する道徳観・倫理観が損なわれている」、「女性の性的側面を過度に強調するなど、

行き過ぎた表現が目立つ」の順となっている。一方男性では「社会全体の性に対する道徳

観・倫理観が損なわれている」、「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れない

ようにする配慮が足りない」、「女性の性的側面を過度に強調するなど、行き過ぎた表現

が目立つ」の順となっている。 

また「そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないようにする配慮が足りない」

は特に男女差が大きく、女性が１１．８ポイント多くなっている。 
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メディアにおける性・暴力表現

石川県「男女共同参画に関する県民意識調査（平成２２年度）」（男女共同参画課）

8.6 

6.8 

1.8 

18.2 

34.9 

36.4 

45.1 

44.4 

11.4 

2.1 

2.3 

20.8 

32.3 

38.7 

49.3 

56.2 

0.0 20.0 40.0 60.0

女性

男性

社会全体の性に対する道徳観・倫理観が損なわれている

そのような表現を望まない人や子どもの目に触れないように
する配慮が足りない

女性の性的側面を過度に強調するなど、行き過ぎた表現が
目立つ

女性に対する犯罪を助長するおそれがある

女性のイメージや男性のイメージについて偏った表現をして
いる

その他

特に問題はない

わからない

％

設問：テレビ、新聞、コンピューターゲームについて、あなたはどのようにお考えですか。（複数回答）
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男女共同参画社会の形成の促進は、国際社会における様々な取組と密接な関係を有している 

ため、国際動向の情報収集や国の取組状況の把握に努めるとともに、国際交流の充実を図る中

で男女共同参画に関する国際的視点を養うことが重要である。 

本県から海外青年協力隊として派遣される人のうち、女性が占める割合は高い水準を保って

いる。中国江蘇省女性団体との交流は平成１０年度より交互に受入・派遣を行っている。 

 

外国人登録者数の推移（石川県） 　　　留学生数の推移（石川県）

889 785 784 782 781 763 769

1 ,676 1 ,789 1 ,751 1 ,818 1 ,610 1 ,480 1308

7 ,400 
7 ,988 

8 ,685 
9 ,526 

9 ,026 8 ,972 
8698

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

17 18 19 20 21 22 23

その他 南米 アジア

（人）

資料：国際交流課

(年）

1,258  1,291  1,242 
1,424 

1,571 

1,795 

1,562 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

資料：国際交流課

(年度）

（人）

 

 

 

 

 

基本目標Ⅴ 国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進 

15 17 14 11
17 16 18

6 4
4

5

8 10
10

71.4

81.0 
77.8

68.8 68.0 
61.5

64.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

17 18 19 20 21 22 23

女性 男性 女性の割合人 ％

青年海外協力隊員の派遣状況（石川県）

(年度)

資料：国際交流課

受

入

６

人

・県内女性団体との交流会
・県施設視察
・知事表敬訪問

派

遣

６
人

・婦女連合会（江蘇省・南京市・無錫市）との意見交換・交流
・婦女幹部学校、江蘇省婦人児童活動センター等視察・意見交換会
・江蘇省人民対外友好協会会長表敬

　　　　　　　中国江蘇省女性団体交流状況（男女共同参画課）

平
成
24
年
度

平
成
23
年
度

（
予
定
）
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第 ２ 部 

                                         

                                         

本県の男女共同参画関連施策 
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1.男女共同参画社会の形成に向けた施策(平成24年度）
（男女共同参画課・女性センター・（財）いしかわ女性基金）

予算額（千円）

男女共同参画審議会の開催 388

男女共同苦情処理機関の設置 466

企業の男女共同参画推進事業の実施 1,800

若者の男女共同参画推進事業 800

男女共同参画推進状況報告書等の作成 104

男女共同参画推進員ネットワーク事業 1,270

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発 -

男女共同参画啓発副読本（小学校5年生用）の作成・配付 756

男女共同参画のつどいの開催 375

男女共同参画推進庁内連絡会議の開催 -

女性センターの管理運営 43,225

女性なんでも相談室の運営 2,363

悲しみ１１０番の運営 290

（財）いしかわ女性基金事業 6,434

女性県政学習バスの運行 11,870

女性県政会議開催事業費負担 1,250

各種女性団体連絡協議会の活動支援 280

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発（再掲）

男女共同参画推進庁内連絡会議の開催（再掲）

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

企業の男女共同参画推進事業の実施（再掲）

多様な機会・媒体を通じた広報・啓発（再掲）

女性県政学習バスの運行（再掲）

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

女性に対する暴力根絶に向けた啓発普及 794

職務関係者研修 91

ＤＶ被害者等への経済的自立に向けた支援 210

ＤＶ被害者の語り合う場の提供 116

交際相手からの暴力の防止 222

女性相談支援センターの管理運営 7,721

ＤＶホットラインの運営等 4,432

一時保護所の管理運営 6,146

女性保護施設の管理運営 10,871

女性なんでも相談室の運営（再掲）

中国江蘇省女性団体交流事業 1,037

女性を取り巻く諸問題に関する情報収集・提供 －

（財）いしかわ女性基金事業（再掲）

合　　　計 103,311

基本目標Ⅰ

男女共同参画社会づくりに向
けた意識の改革

基本目標Ⅱ

方針の立案・決定過程への女
性の参画の拡大

基本目標Ⅲ

職場・家庭・地域において男
女が共に個性と能力を発揮
できる社会の実現

基本目標Ⅳ

女性の人権が推進・擁護され
る社会の形成

基本目標Ⅴ

国際社会を視野に入れた男
女共同参画の推進
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２．「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」施策体系別事業一覧　　

基本目標Ⅰ　男女共同参画社会づくりに向けた意識の改革

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

1 人権意識の普及啓発活動の展開 35,416 人権推進室

1 人権の尊重や男女共同参画に関する研修の充実 － 人事課

3 人権教育講話開催 1,596
人権推進室
(学校指導課)

3
教職員の基本研修、専門研修、特別研修などあらゆる研修機会の
活用

84,431 教職員課

3 人権教育推進事業 1,634 学校指導課

3 人権教育推進事業費補助金 202 学校指導課

3 人権教育副読本作成事業 2,000 学校指導課

3 職業ガイダンスや在り方、生き方教育の充実 － 学校指導課

3 新人権教育研究指定校事業 490 学校指導課

3 家庭教育テレビ番組等による学習機会の提供 14,724 生涯学習課

3・8 家庭教育電話相談、家庭教育カウンセリングの実施 1,400 生涯学習課

3・11 公民館等の社会教育施設における学習機会の提供 － 生涯学習課

基本目標Ⅱ　方針の立案及び決定過程への女性の参画の拡大

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

4 県の管理・監督者への女性の積極的任用 － 人事課

4 県の女性職員の職域拡大 － 人事課

4 県の女性職員の能力開発 － 人事課

4・8 ワークセミナーの開催 552 労働企画課

4 男女共同参画社会の形成に資する研修会や交流会等の開催支援 － 生涯学習課

4 「女性が職場を考える検討委員会」による良好な職場環境の実現 － 県警本部

課題１ あらゆる人々に対する男女共同参画の理解促進
課題２ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し
課題３ 男女共同参画を推進し、多様な選択を可能にする教育・学習の充実

課題４ 方針の立案・決定過程への女性の参画の拡大
課題５ 方針の立案・決定過程へ参画できる女性の人材育成

各部局が実施している事業のうち、「いしかわ男女共同参画プラン２０１１」の課題に関
係の深いものについて広くとらえて列記したものである。事業費は総額を記載した。
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

6・8 ワークライフバランス企業の登録と公表の推進 － 少子化対策監室

6・8 一般事業主行動計画策定促進と取組内容の質の向上 3,000 少子化対策監室

6・8 ワークライフバランス企業の普及促進 19,900 少子化対策監室

6 パートタイム労働法・労働者派遣法の周知・啓発 － 労働企画課

6・7 常設労働相談・総合労働相談会実施 － 労働企画課

6・8 育児・介護休業法、労働基準法の周知・啓発 － 労働企画課

6・8 賃金等労働条件実態調査（育児介護休業取得状況の調査）実施 785 労働企画課

6・12 男女雇用機会均等法、職場におけるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝの広報・啓発 － 労働企画課

6・12 職業能力開発プラザにおける情報提供・相談 19,951 労働企画課

7 石川県創造的中小企業支援融資資金費補助金 114 産業政策課

7 商工会等役員への女性登用 － 経営支援課

7 商工会青年部・女性部活動費補助金 3,000 経営支援課

7 創業者支援融資及び小口零細融資（創業者支援分）（新規融資） 3,000,000 経営支援課

7 創業・経営革新・経営改善支援コンサルティング事業費補助金 1,000 経営支援課

7 創業支援研修委託事業 13,283 労働企画課

7 公共職業能力開発施設における職業能力開発推進 153,228 労働企画課

7 離職者等高度人材養成推進事業 344,653 労働企画課

7 いしかわ女性再チャレンジ支援事業 － 労働企画課

8 県職員の育児休業制度の周知及び取得しやすい職場の雰囲気づくりの推進 － 人事課

8 県職員の「育児の日」制定と子育て支援ハンドブックの作成・配付 － 人事課

8 県民育児の日（毎月１９日）の普及 － 少子化対策監室

8 ファミリーサポートセンターの普及促進 － 少子化対策監室

4・8 ワークセミナーの開催（再掲） (552) 労働企画課

6・8 わくわくワークいしかわの発行 684 労働企画課

8 勤労者育児・介護休業資金融資制度 － 労働企画課

8 女性医師就業継続支援事業 4,000 地域医療推進室

8 産休等の保育所等職員の代替職員の確保 15,946 少子化対策監室

8 男性社員等に対するパパ子育て講座の実施 500 少子化対策監室

8 いしかわエンゼルプランの推進 1,417 少子化対策監室

8 新保育園児健康管理サポートモデル事業 2,500 少子化対策監室

8 新保育現場実践力向上事業 2,500 少子化対策監室

8 子育て応援エンゼルネットの普及促進 － 少子化対策監室

8 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･ﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ、ﾁｬｲﾙﾄﾞ･ﾌﾟﾚﾐｱﾑ事業の実施 1,417 少子化対策監室

8 エンゼル・サポート事業の実施 － 少子化対策監室

8 延長保育の充実 331,925 少子化対策監室

8 休日保育の充実 33,485 少子化対策監室

8 病児・病後児に対する保育サービスの拡充 165,776 少子化対策監室

8 障害児の受け入れ体制の充実 33,165 少子化対策監室

8 一時預かりの拡充 － 少子化対策監室

8 放課後児童クラブの充実 477,437 少子化対策監室

8 放課後子ども教室の取組への支援 9,010 生涯学習課

8 児童相談所の機能充実 81,955 少子化対策監室

8 こどもダイヤル相談事業の実施 1,750 少子化対策監室

3・8 家庭教育電話相談、家庭教育カウンセリングの実施（再掲） (1,400) 生涯学習課

課題６ 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
課題７ 多様な就業を可能にする環境の整備
課題８ 男女の仕事と生活の調和（ワークライフバランス）の実現
課題９ 活力ある農山漁村の実現に向けた男女共同参画の確立
課題10 人々が安心して暮らせる環境の整備
課題11 地域における男女共同参画の推進
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

8 子育て家庭保育士訪問サポート事業 3,000 少子化対策監室

8 地域子育て支援拠点の拡充 － 少子化対策監室

8 マイ保育園の登録制度の普及と機能強化 13,287 少子化対策監室

8 パパママ子育て塾 7,502 少子化対策監室

8 子育てに関する情報提供の推進 4,160 少子化対策監室

8 子育てサークルへの支援 7,450 少子化対策監室

8 「赤ちゃん駅」の登録の推進 － 少子化対策監室

9 はつらつ農村女性育成事業 2,120 農業政策課

10・11 （財）県民ボランティアセンターによる活動支援事業 14,338 県民交流課

10・11 ＮＰＯ活動の促進 17,014 県民交流課

10・11 石川県健民運動推進本部補助金 21,235 県民交流課

10 母子福祉センターの運営 9,687 少子化対策監室

10 就業相談から情報提供までの一貫した就業支援 8,150 少子化対策監室

10 就業に必要な技能や資格を取得するための給付金制度 89,894 少子化対策監室

10 準備講習付き公共職業訓練の実施 10,541 少子化対策監室

10 母子家庭就業支援の配置 8,150 少子化対策監室

10 児童扶養手当の支給 463,018 少子化対策監室

10 母子寡婦福祉資金の貸付 140,303 少子化対策監室

10 ひとり親家庭医療費の助成 165,192 少子化対策監室

10 ひとり親家庭の放課後児童クラブ利用の助成 6,544 少子化対策監室

10 交通災害等遺児に対する支援 400 少子化対策監室

10 母子自立支援員・父子相談員による相談の実施 10,689 少子化対策監室

10 奨学金制度の実施 366,964 庶務課

10 高齢者雇用支援 － 労働企画課

10 シルバー人材センター事業 8,580 労働企画課

10 高齢者相互支援・啓発事業費補助金 580 長寿社会課

10 認知症高齢者介護相談等事業費補助金 250 長寿社会課

10 介護支援専門員養成事業 4,057 長寿社会課

10 主任介護支援専門員養成研修事業 1,765 長寿社会課

10 がんばる老人クラブ育成支援事業 600 長寿社会課

10 老人クラブ補助金 43,525 長寿社会課

10 老人クラブ健康増進事業費 488 長寿社会課

10 新多様な介護サービス導入普及事業 2,000 長寿社会課

10 新高齢者介護施設事故防止対策事業費 1,700 長寿社会課

10 傾聴ボランティア養成事業費 2,500 長寿社会課

10 地域見守りネットワーク構築事業費 3,000 長寿社会課

10 地域支援事業交付金 373,037 長寿社会課

10 高齢者向け住宅の整備充実 － 建築住宅課

10 県民大学校の充実等学習機会の提供 37,376 生涯学習課

10 障害者介護等給付費負担金 3,344,858 障害保健福祉課

10 障害者自立支援対策臨時特例事業 83,180 障害保健福祉課

10 障害者地域生活支援事業費補助金 223,605 障害保健福祉課

10 心身障害児在宅療育総合支援事業 315 障害保健福祉課

10 在宅障害者療育相談支援事業 3,300 障害保健福祉課

10 石川セルプ振興センター運営事業費補助金 940 障害保健福祉課

10 知的障害者ホームヘルパー資格取得研修事業 1,060 障害保健福祉課

10 知的障害児・者地域生活促進事業 1,705 障害保健福祉課

10 精神障害者地域生活支援事業 1,093 障害保健福祉課

10 障害者授産所等通所交通費補助金 3,735 障害保健福祉課
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基本目標Ⅲ　職場・家庭・地域において男女が共に個性と能力を発揮できる社会の実現

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

10 身体障害者福祉ホーム運営費補助金 5,068 障害保健福祉課

10 知的障害者福祉ホーム運営費補助金 2,688 障害保健福祉課

10 精育園グループホーム費 15,528 障害保健福祉課

10 障害者ふれあいフェスティバル開催事業 7,500 障害保健福祉課

10 身体障害者福祉大会開催 300 障害保健福祉課

10 知的障害者地域支援推進事業 240 障害保健福祉課

10 ひきこもり社会参加復帰支援事業 1,560 障害保健福祉課

10 障害者スポーツ大会開催 6,866 障害保健福祉課

10 全国障害者スポーツ大会選手派遣 5,306 障害保健福祉課

10 障害者スポーツ競技力向上促進事業費 300 障害保健福祉課

10 精神障害者ソフトバレーボール大会選手派遣 150 障害保健福祉課

10 障害者社会参加推進センターの運営 4,688 障害保健福祉課

10 身体障害者福祉推進員等設置 11,905 障害保健福祉課

10 障害者温泉療養事業 18,000 障害保健福祉課

10 社会復帰訓練対策 8,451 障害保健福祉課

10 自閉症支援センターの運営 24,576 障害保健福祉課

10 発達障害支援体制整備 11,122 障害保健福祉課

10 高次脳機能障害支援体制整備事業 826 障害保健福祉課

10 視覚障害者情報文化センターの運営 38,397 障害保健福祉課

10 重度盲ろう者通訳・介護員派遣事業 7,076 障害保健福祉課

10 障害者ＩＴサポートセンターの運営 1,131 障害保健福祉課

10 聴覚障害者センターの運営 27,202 障害保健福祉課

10 手話通訳・要約筆記者健康対策事業 200 障害保健福祉課

10 行動援護従事者養成研修事業 614 障害保健福祉課

10 難病患者地域療育支援事業 1,118 健康推進課

10 難病相談・支援センターの運営 5,346 健康推進課

10 障害者職場実習実施 17,500 労働企画課

10 職場適応訓練実施 2,006 労働企画課

10 心身障害者就業資金貸付金 580 労働企画課

10 福祉人材センター事業費 36,199 厚生政策課

10 福祉ボランティアセンター事業費補助金 13,525 厚生政策課

10 バリアフリー社会推進事業 1,248 厚生政策課

10 自立支援型住宅リフォーム推進事業費補助金 17,181 厚生政策課

10 バリアフリー推進工房事業費 2,630 厚生政策課

10 ホームヘルパー研修事業費 1,113 厚生政策課

10 バリアフリー施設整備促進融資資金 575 厚生政策課

10 公衆浴場施設改善事業費補助金 2,800 薬事衛生課

10 バリアフリーに配慮した県営住宅の整備 626,096 建築住宅課

11 消費者ステップアップ支援事業 9,732 県民生活課

11 消費者活動推進事業 3,501 県民生活課

11 県民エコステーション事業費補助金 20,076 環境政策課

11 「心の教育」の推進 9,124 生涯学習課

11 地域ぐるみの学校支援の推進 2,160 生涯学習課

11 石川県婦人団体協議会の活動支援 1,730 生涯学習課

3・11 公民館等の社会教育施設における学習機会の提供（再掲） － 生涯学習課

11 自主防災組織強化対策費 14,800 危機対策課

11 相談業務の充実、防犯指導・広報、避難場所及びその周辺の警戒 － 警察本部
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基本目標Ⅳ　女性の人権が推進・擁護される社会の形成

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

12 防犯まちづくり推進事業 1,966 県民生活課

12 青少年の非行防止と有害環境の浄化 4,318 少子化対策監室

12 児童虐待防止オレンジリボン・キャンペーンの実施 9,000 少子化対策監室

6・12 男女雇用機会均等法、職場におけるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞ・ｱｸｼｮﾝの広報・啓発（再掲） － 労働企画課

6・12 職業能力開発プラザにおける情報提供・相談（再掲） (19,951) 労働企画課

12 各種広報誌やチラシ等を活用した相談窓口の周知 220 警察本部

12 各種相談窓口の連携による女性の暴力に関する相談対応能力の向上 41 警察本部

12 相談員の適切な配置と研修の充実 19 警察本部

12 被害者を総合的・継続的にサポートできるシステムの整備 34 警察本部

12 女性被害者に接する機関等の合同研究会の開催等連携強化 － 警察本部

12 「石川被害者等支援連絡協議会」における相互連携 － 警察本部

12 女性・子どもを対象とした地域安全情報の提供、防犯指導の実施 － 警察本部

12 安全・安心なまちづくりの推進 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（性犯罪への対策） － 警察本部

12 子ども・女性安全対策室による性犯罪等の未然防止活動の推進 － 警察本部

12 性犯罪捜査体制の整備 － 警察本部

12 指定された警察職員による被害者のニーズを踏まえた適切な支援活動の実践 － 警察本部

12 被害者への初診料等経費の負担軽減 － 警察本部

12 被害少年カウンセリングアドバイザー（心理専門家）による職員への指導・助言 － 警察本部

12 少年警察補導員による継続支援 － 警察本部

12 風俗環境浄化対策の推進 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（(児童)売買春への対策） － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（ストーカー行為等への対策） 60 警察本部

12 関係機関・団体が一体となった被害者支援の実施 － 警察本部

12 防犯指導及び自衛対応策の教示 － 警察本部

12 関係法令の適切な運用（人身取引への対策） － 警察本部

12 被害者の適切な保護 － 警察本部

12 教職員研修等による周知啓発 － 教職員課

13 いしかわ健康フロンティア戦略推進事業 4,019 健康推進課

13 がん対策推進事業 1,000 健康推進課

13 禁煙支援等普及事業 1,900 健康推進課

13 小児救急電話相談事業 11,501 医療対策課

13 小児救急医療啓発事業 436 医療対策課

13 女性診療科における性差医療の実施 － 中央病院

13 いしかわ総合母子医療センターの運営 － 中央病院

13 小児救急医療対策連携出前講座開催費 1,170 地域医療推進室

13 不妊相談センター・妊娠１１０番における相談と情報提供 4,270 少子化対策監室

13 不妊治療等に対する助成 132,690 少子化対策監室

13 未熟児、多胎児、ハイリスク妊産婦等の出産・育児に対する支援 41,388 少子化対策監室

13 妊産婦健康診査の推進及び保健指導の実施 287,170 少子化対策監室

13 乳幼児健康診査の推進及び保健指導の実施 － 少子化対策監室

13 子どもの事故防止に関する啓発の推進 1,000 少子化対策監室

13 小児慢性特定疾患対策事業 142,588 健康推進課

13 健康診査管理指導事業 2,929 健康推進課

13 エイズに関する正しい知識啓発普及事業 277 健康推進課

課題12 女性に対するあらゆる暴力の根絶
課題13 生涯を通じた女性の健康支援
課題14 メディアにおける人権の尊重
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基本目標Ⅳ　女性の人権が推進・擁護される社会の形成

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

13 新もっと野菜プロジェクト（ＭＹＰ350）事業 4,000 健康推進課

13 新健診データしっとくナビ事業 5,000 健康推進課

13 ＨＩＶ相談検査窓口設置 1,191 健康推進課

13 性感染症相談検査窓口設置 1,118 健康推進課

13 性感染症予防事業 3,000 健康推進課

13 学校における教育の推進 － 警察本部

13 安全で豊かな食生活情報総合啓発事業費 1,000 薬事衛生課

13 薬物乱用防止対策推進事業 811 薬事衛生課

13 児童生徒への指導 － 学校指導課

13 薬物乱用防止教室講習会 － スポーツ健康課

14 有害図書等の指定及び販売の制限 724 少子化対策監室

14 有害図書の点検活動 － 警察本部

14 学校教育、社会教育を通じた情報教育の推進 －
学校指導課
生涯学習課

14 フィルタリングサービスに関する講習会及び広報の実施 － 警察本部

14 インターネットカフェ立入状況の検査活動 － 警察本部

基本計画Ⅴ　国際社会を視野に入れた男女共同参画の推進

該当する
課題№ 事業（制度）名

H23事業費
 （千円）

担 当 課

15 国際環境協力推進事業 2,745 環境政策課

15 新日本語・日本文化研修プログラム強化促進事業費補助金 2,500 国際交流課

15 日本語・日本文化研修センター運営事業 33,354 国際交流課

15 石川インターンシップ事業 1,600 国際交流課

15 アジアフォーラム開催費補助金 1,000 国際交流課

15 草の根国際協力活動促進事業費補助金 1,000 国際交流課

15 「２１世紀石川少年の翼」事業負担金 3,300 国際交流課

15 国際交流員の設置 25,751 国際交流課

15 青年海外協力活動促進事業 990 国際交流課

15 外国人留学生支援事業 28,800 国際交流課

15 海外県人会青少年育成交流事業 4,742 国際交流課

15 多文化共生まちづくり推進事業 2,000 国際交流課

15 あんしん賃貸支援事業 － 建築住宅課

15 ポリスヘルプライン 29 警察本部

15 英語による運転免許学科試験の実施 － 警察本部

課題15 多様な文化の尊重及び理解の促進
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第 ３ 部                              

                                  

市町における男女共同参画の推進状況 

 

 

 

 

 

 

 

市町における男女共同参画の取組は、その必要性の理解が進み積極的に取り組

むところが増えてきており、取組の意義を『真に豊かで活力あるまちづくりを進

めるため』や『男性も女性も自分らしく輝いて、幸せな生活がおくれる町づくり

のため』とし、男女共同参画社会が『豊かなまちづくり』の実現につながるとい

う認識を持って進められてきた。 

そして、平成２３年３月末までに、すべての市町において男女共同参画計画策

定と条例制定が達成されたところである。 

市町が男女共同参画の基本理念や行政、住民、事業者の責務を明らかにする条

例の制定や取組の方向性を示す計画の策定を行ったことで、男女共同参画を住民

と地元行政が一体となって進める環境が整えられたこととなる。 

今後、各市町において、それぞれの条例やプランに基づき、地域の実情に応じ

た具体的かつ効果的な取り組みが進められることにより、地域における男女共同

参画のさらなる推進が期待される。 
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１　庁内連絡会議、諮問機関等の設置状況（H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

２　条例の制定及び計画の策定状況(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

H22.12.13 川北町男女共同参画推進　行動計画 H23. 3 H23. 4～28. 3川北町男女共同参画推進条例

計 １１市８町 １１市８町

穴水町男女共同参画推進条例 H22.3.19 H22. 1～

能登町男女共同参画プラン能登町男女共同参画推進条例 H23.3.18

志賀町男女共同参画行動計画 H20. 3 H20. 4～25. 3

内灘町男女共同参画推進行動計画 H19. 3 H19. 4～29. 3

津幡町男女共同参画推進条例 H22.9.13 津幡町男女共同参画推進プラン H14. 3 H14. 4～24. 3

H22. 4～32. 3

野々市市男女共同参画推進条例 H16.3.22 野々市市第２次男女共同参画プラン H24. 3 H24. 4～33. 3

能美市男女共同参画推進条例 H23.3.17 能美市男女共同参画プラン～あなたと私の未来を創る～H22. 3

H19. 4～29. 3

白山市男女共同参画推進条例 H20.3.19 男女共同参画行動計画　白山２１ H19. 3 H19. 4～29. 3

かほく市男女共同参画推進条例 H18.12.18 かほく市男女共同参画行動計画 H19. 3

H21. 4～26. 3

羽咋市男女が共に輝く２１世紀の
まちづくり条例

H13.3.27
羽咋市男女が共に輝くまちづくりプラン
（第３次）

H23. 3 H23. 4～28. 3

加賀市男女共同参画推進条例 H17.10.1
加賀市男女共同参画行動計画～ひびきあうあな
たとわたし～男女共同参画プラン

H21. 4

H24. 4～28. 3

珠洲市男女共同参画推進条例 H22.3.19 すず男女共同参画行動プラン（第３次） H24. 3 H24. 4～29. 3

輪島市男女共同参画推進条例 H18.12.28 輪島市男女共同参画行動計画 H24. 3

H23．4～28. 3

小松市男女共同参画基本条例 H12.9.25 第３期こまつ男女共同参画プラン H23. 3 H23．4～28. 3

七尾市男女共同参画推進条例 H16.10.1 七尾市男女共同参画推進プラン（第２次） H23. 3

金沢市男女共同参画推進条例 H13.12.19 金沢市男女共同参画推進行動計画 H15.3

志賀町男女共同参画推進委員会

宝達志水町男女共同参画審議会

計画期間

H15. 4～25. 3

名　　称
策定
年月

市町名

庁内連絡会議 諮問機関、懇話会等

名　　　称 名　　　称

穴水町男女共同参画推進「行動計画」 H22. 1

H21. 3 H21. 4～26. 3

H24. 4～26. 3

H23. 4～28. 3

第２次宝達志水町男女共同参画行動計画 H24. 3

中能登町男女共同参画行動計画 H23. 3

志賀町男女共同参画推進条例 H17.9.1

中能登町男女共同参画推進条例 H21.3.4

宝達志水町男女共同参画推進条例 H22.11.30

内灘町男女共同参画まちづくり条例 H19.12.26

市町名

男女共同参画に関する条例の制定 男女共同参画に関する計画の策定

名　　称 公布日

計 ６市１町 ９市６町

中能登町男女共同参画審議会

穴水町男女共同参画推進委員会

津幡町男女共同参画審議会

内灘町男女共同参画推進庁内連絡会 内灘町男女共同参画推進委員会

白山市男女共同参画審議会

野々市市男女共同参画推進連絡会議 野々市市男女共同参画審議会

羽咋市男女共同参画推進委員会

金沢市男女共同参画審議会

七尾市男女共同参画推進本部 七尾市男女共同参画審議会

かほく市男女共同参画審議会

小松市男女共同参画推進本部 小松市男女共同参画推進委員会

輪島市男女共同参画推進審議会

加賀市男女共同参画推進本部 加賀市男女共同参画審議会

金沢市男女共同参画推進庁内連絡会議

白山市男女共同参画推進会議
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３　意識調査等の実施、推進員の設置状況(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

４　苦情処理体制（H24.4.1現在）、審議会等委員の目標及び登用状況(H24.3.31現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

19.8

593 187

30% 24 17 12 212 42

40% 28 48 46

3 50 4 8.0－ － 12

22 345 113 32.840% 33 28

28.4

40% 31 31 25 367 103 28.1

239 31 13.0

白山市男女共同参画苦情処理委員会 40% 28 68 58 1,153 327

898 352 39.2

30% 28 34 27 344 74

72 1,511 427 28.3七尾男女共同参画苦情処理委員 30% 27 83

78 987 270 27.4金沢市男女共同参画苦情処理制度 35% 24 86

審議会等数 総委員数（人）
女性

比率（％）うち女性
を含む数

うち女性
委員数

6 6

計 １１市７町 ５市４町

12

中能登町男女共同参画に関する町民意識調査 H22 中能登町男女共同参画推進員の会 23 10 13

男女共同参画に関するアンケート調査 H20

志賀町男女共同参画意識調査 H19

津幡町男女共同参画推進員 8男女共同参画を考える町民アンケート H13

14

H23

H18

珠洲市男女共同参画に関する市民意識調査

男女共同参画に関する市民意識調査 H24

男女共同参画に関する調査 H15

男女共同参画に関する市民意識調査 H21

男女共同参画社会を考える市民調査 H23

104

H24

男女共同参画に関する市民意識調査
働く女性に関する意識と実態調査（企業向け）

H22
H22

小松市男女共同参画地域普及員

七尾市男女共同参画住民意識調査 H22 七尾市男女共同参画推進員 44 22 22

男女共同参画に関する市民意識調査 H23

市町名

男女共同参画に関する意識調査等の実施 男女共同参画に関する推進員の設置

調　査　名

27.3計 ５市１町 － － 687 569 9,250 2,525

24.130% 32 16 13 228 55

15.525% － 42 23 368 57

29.7－ － 16 14 195 58

24.435% 27 15 11 164 40

31.5

－ － 21 19 359 59 16.4

内灘町男女共同参画推進庁内連絡会

市町名

男女共同参画関係施策についての苦情処理体制  審議会等委員の目標値

男女共同参画に関する町民意識調査 H17 能登町男女共同参画推進審議委員

審議会等の登用状況

名　　　称 目標値 目標年度

3

8 3 5穴水町男女共同参画推進「住民意識調査」 H21 穴水町男女共同参画推進委員会

男女共同参画に関する町民意識調査 H24

27 13

10 3 7

5

17

男女共同参画社会づくり町民意識調査 H13 野々市市男女共同参画推進員

男女共同参画に関する市民意識調査

52 52

8 9

男
名　　称

構成員数（人）
実施
年度 女

27 53

能美市男女共同参画市民意識調査 能美市男女共同参画推進員会

31.0

50

40% 22 33 31 400 124

19 277 55

26.330% 27 35 30 560 147

－ － 19 16

21.5

加賀市男女共同参画苦情処理部会

19.9かほく市男女共同参画苦情処理委員 － － 30

50%

羽咋市男女共同参画推進委員会
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５　市町議会議員、管理職の在職状況(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

６　公民館長、小・中学校ＰＴＡ会長、自治会長(区長)の状況(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

1 02 0 0.0

1

※「中学校ＰＴＡ会長」欄には、小中併設校のＰＴＡ会長を含む。

4 0 0.0

0 0.0 5

0 0.0 2 1

0.0

50.0

17 0 0.0

0.7

0 0.0 1 0

0 0.0 2 0

0.00 0.0 3 0

0 0.0 5 0

0.0

1 5.9 10 0 0.0

0 0.0 2 0

0 1

0.0 284 2 0.7

0.0 4 0

33.3 56

1 4.8 6 0

10 0 0.0 9

20 1

0.0 251 2 0.80 0.0 6 0

1 1.7 24 160 1 1.7 59

総数(人)
女性

比率(％)
うち

女性(人)
うち

女性(人)
うち

女性(人)
うち

女性(人)

女性
比率(％)

総数(人)
女性

比率(％)

73 7.3

市町名

公民館長 小学校ＰＴＡ会長 中学校ＰＴＡ会長 自治会長（区長）

総数(人)

53 6

998計 349 23 6.6 1,325 201 15.2

0.0

14 1 7.1 16 0 0.0 16 0 0.0

1 3.7 22 013 0 0.0 27

7.1

16 0 0.0 46 2 4.3 41 1 2.4

2 6.3 28 216 3 18.8 32

0.0

18 2 11.1 35 1 2.9 29 1 3.4

0 0.0 9 010 0 0.0 9

2.2

16 2 12.5 46 11 23.9 36 5 13.9

1 2.0 45 116 2 12.5 51

7.7

27 2 7.4 144 21 14.6 125 6 4.8

2 6.7 26 218 0 0.0 30

4.5 18 0 0.014 0 0.0 22

6.7

22 2 9.1 110 25 22.7 66 5 7.6

7 14.0

14 0 0.0 22 2 9.1 15 1

20 1 5.0 86

5.1

256 76 29.7 131 32 24.4

7 2.9

21 1 4.8 39 2 5.1 39 2

うち女性議員数 うち女性管理職数 女性比率（％）

40 5 12.5 284 22 7.7 245

市町名

市町議会議員 管理職（課長相当職以上）の在職状況

議員数（人）
 女性比率（％）

管理職総数（人）
 女性比率（％）

うち一般行政職（人）

24 1 4.2

1 5.9 14

うち女性管理職数 管理職総数

25 29.1 50

1

12 0 0.0 17 0.0

11.3 43 1 2.3

0

18

36 1 2.8

22 0 0.0

1 5.6

女性
比率(％)

25

0 0.0 460

0 0.0 10 0

2.8

11 0 0.0 6

0.0 160 2 1.30

0.0 321 0 0.0 6

5 0 0.0 5

3 0 0.0 1

52 0

136 1

2 0

0

0 0.0

16 0 0.0 8

1 0 0.0

0.0

18

0.0

総数(人)

4.2 1,360 33 2.4

13

0.0 246 1 0.4

19 0 0.0 11 1 9.1 5 13

5.0 21

384 7 1.8

0.0 66 0 0.0

0.00

1.9

28 0 0.0 17

2 0 0.0 8

0.0 54 1

0

0.0

0

86

220.0

74

1 5.6 5

10 0 0.0 9

1 0 0.0 5 0 0.0 0.0

0 0.0 3 0 67

0.0 106 2

00.0

1.9

0.0

15 0 0.0 5 0 0.0 5 0 0.0 193 4 2.1

計 300 4 1.3 222 4 1.8 95 3 3.2 4,074 68 1.7
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７　市町担当課(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町

８　市町ＤＶ担当窓口(H24.4.1現在)

1 金沢市

2 七尾市

3 小松市

4 輪島市

5 珠洲市

6 加賀市

7 羽咋市

8 かほく市

9 白山市

10 能美市

11 野々市市

12 川北町

13 津幡町

14 内灘町

15 志賀町

16 宝達志水町

17 中能登町

18 穴水町

19 能登町 0768-72-2509

電話番号

教育委員会 生涯学習課 925-0027 羽咋市鶴多町亀田17

計 首長部局１３、教育委員会６

計 首長部局１１、教育委員会８

市町名 担　当　課 郵便番号 所　在　地

927-8601 穴水町川島ラ174 0768-52-3720

企画課

珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7711

929-1792 中能登町末坂9部46 0767-74-2806

総務課　

総合政策部 市民協働課　男女共同参画センター 923-8650 小松市小馬出町91 0761-24-8043

企画経営部 市民男女協働課 男女共同参画室

市町名 担　当　課 郵便番号 所　在　地 電話番号

教育委員会 事務局 927-0695 能登町字松波13字75 0768-72-2509

教育委員会 事務局

929-1492 宝達志水町子浦そ18-1 0767-29-8210

教育委員会 生涯学習課 925-0198 志賀町末吉千古1-1 0767-32-9350

教育委員会 生涯学習課 男女共同参画室 920-0292 内灘町大学1-2-1 076-286-6716

総務部 総務課 929-0393 津幡町加賀爪ニ3 076-288-2120

教育委員会 社会教育課 923-1295 川北町壱ッ屋174 076-277-1111

市民生活部　市民協働課 921-8510 野々市市三納1-1 076-227-6029

市民生活部 　観光交流課 923-1297 能美市来丸町1110 0761-58-2211

市民生活部 男女共同参画室 924-8588 白山市倉光2-1 076-274-9577

教育委員会 生涯学習課 929-1195 かほく市宇野気ニー８１ 076-283-7137

地域振興部 まちづくり課 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41 0761-72-7836

0767-22-9331

教育委員会 生涯学習課　 928-0001 輪島市河井町20-1-1 0768-23-1176

総務課　 927-1295

926-0811 七尾市御祓町1(パトリア４Ｆ　フォーラム七尾） 0767-52-5222

市民局 市民参画課 男女共同参画室 920-8577 金沢市広坂1-1-1 076-220-2095

教育委員会 事務局 927-0695 能登町字松波13字75

教育委員会 事務局 927-8601 穴水町字川島ラ174 0768-52-3720

企画課 929-1792 中能登町末坂9部46 0767-74-2806

総務課 929-1492 宝達志水町子浦そ18-1 0767-28-8210

教育委員会 生涯学習課 925-0198 志賀町末吉千古1-1 0767-32-9350

教育委員会 生涯学習課 男女共同参画室 920-0292 内灘町大学1-2-1 076-286-6716

総務部 総務課 929-0393 津幡町加賀爪ニ3 076-288-2120

福祉課 923-1267 川北町壱ッ屋174（川北町保健センター） 076-277-1111

市民生活部 市民協働課 921-8510 野々市市三納1-1 076-227-6029

健康福祉部　福祉課 923-1297 能美市来丸町1110 0761-58-2230

市民生活部 男女共同参画室 924-8588 白山市倉光2-1 076-274-9577

教育委員会 生涯学習課 929-1195 かほく市宇野気ニー８１ 076-283-7137

教育委員会 生涯学習課 925-0027 羽咋市鶴多町亀田17 0767-22-9331

地域振興部 まちづくり課 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ41 0761-72-7836

七尾市御祓町1番地（パトリア4F　フォーラム七尾） 0767-52-5222

総務課 927-1295 珠洲市上戸町北方1-6-2 0768-82-7711

福祉環境部 福祉課　 928-8525 輪島市二ツ屋町2-29 0768-23-1161

市民局 市民参画課 女性相談支援室 920-8577 金沢市広坂1-1-1 076-220-2095

市民福祉部 あんしん生活課 923-8650 小松市小馬出町91 0761-24-8071

企画経営部　市民男女協働課　男女共同参画室 926-0811
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男女共同参画社会基本法 

 

平成１１年６月２３日施行 

目次 

 前文 

 第１章 総則（第１条～第１２条）  

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条～第２０条）  

 第３章 男女共同参画会議（第２１条～第２８条）  

 附則  

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応して

いく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国社会を決定する最重要課題

と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向か

って国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

 

 第１章 総則  

（目的）  

第１条  この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力あ

る社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並

びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に

推進することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一  男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあ

らゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。  

二  積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第３条  男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別によ

る差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の

男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。  
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（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第４条  男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことによ

り、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制

度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよ

うに配慮されなければならない。  

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第５条  男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体

における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるこ

とを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第６条  男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の

養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、

かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならな

い。  

（国際的協調）  

第７条  男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることに

かんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務）  

第８条  国は、第 3 条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を

含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第９条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務

を有する。  

（国民の責務）  

第 10 条  国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第 11 条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財

政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第 12 条  政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２  政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなけれ

ばならない。  
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 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第 13 条  政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）

を定めなければならない。  

２  男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

  一  総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議

の決定を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計

画を公表しなければならない。  

５  前 2 項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第 14 条  都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」と

いう。）を定めなければならない。  

２  都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３  市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女

共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  

４  都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変

更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第 15 条  国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定

し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第 16 条  国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう

適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第 17 条  国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会

の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による

差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合にお

ける被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  
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（調査研究）  

第 18 条  国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研

究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するように

努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第 19 条  国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関

との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るため

に必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第 20 条  国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の団

体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必要な

措置を講ずるように努めるものとする。  

 

  第３章 男女共同参画会議  

（設置）  

第 21 条  内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第 22 条  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  男女共同参画基本計画に関し、第 13 条第 3 項に規定する事項を処理すること。  

二  前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形

成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  

三  前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関

係各大臣に対し、意見を述べること。  

四  政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の

施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大

臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織）  

第 23 条  会議は、議長及び議員 24 人以内をもって組織する。  

（議長）  

第 24 条  議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２  議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第 25 条  議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一  内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

二  男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２  前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の 10 分の 5 未満であってはならない。  

３  第 1 項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

10 分の 4 未満であってはならない。  

４  第 1 項第二号の議員は、非常勤とする。  
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（議員の任期）  

第 26 条  前条第 1 項第二号の議員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の

残任期間とする。  

２  前条第 1 項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第 27 条  会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に

対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求め

ることができる。  

２  会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外

の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第 28 条  この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事

項は、政令で定める。  

 

  附則 

（施行期日） 

第１条  この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条  男女共同参画審議会設置法（平成 9 年法律第 7 号）は、廃止する。  

 

（以下略） 

 

 

 

44



石川県男女共同参画推進条例 

 

平成１３年１０月１２日公布 

平成１３年石川県条例第３３号 

目  次 

  前文 

  第１章 総則(第１条～第７条) 

  第２章 基本的施策(第８条～第１７条) 

  第３章 石川県男女共同参画審議会(第１８条) 

  第４章 雑則(第１９条) 

 附則 

 

 21世紀という新たな時代を迎え、私たちが目指す社会は、すべての人々が互いにその人権を尊重

し、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会である。 

 石川県では、男女共同参画社会の実現に向け、国際社会や国内の動向と協調しつつ、積極的に取

組を進めてきた。 

 しかしながら、今もなお社会の様々な分野で、社会的文化的に形成された性別による固定的な役

割分担意識やそれに基づく社会慣行が残されている。 

 本県は、女性の就業率が高いにもかかわらず、職場においては、依然として男女が平等でない状

況が存在し、また、家庭生活や地域社会においても、男女が対等に参画している状況には至ってい

ない。 

 こうした状況の中で、少子高齢化の進展をはじめとする社会経済情勢の変化に対応し、活気と潤

いのある社会を築くためには、男女が、社会の対等な構成員として、互いにその生き方を尊重し、

あらゆる分野において共に参画し、共に責任を分かち合うことができる環境づくりが重要である。 

 ここに、石川県民が力を合わせ、男女共同参画社会の実現に取り組むことを決意し、この条例を

制定する。 

 

 第１章 総則 

 (目的) 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を

総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び

文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内に

おいて、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 
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(基本理念) 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女は平等であり

性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分

担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことがないよ

うに配慮されなければならない。 

３ 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、県その他の団体における政策又

は方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

４ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての責任を果たし、かつ、職

場、学校、地域その他の社会における活動を行うことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

５ 男女共同参画の推進は、生涯にわたる妊娠、出産その他の生殖に関する事項に関し、自らの決

定が尊重されること及び健康な生活を営むことについて配慮されることを旨として、行われなけ

ればならない。 

６ 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、男女

共同参画の推進は、国際社会の動向を勘案して、行われなければならない。 

(県の責務) 

第４条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推

進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有

する。 

２ 県は、男女共同参画の推進に当たり、国、市町村、県民及び事業者と連携して取り組むものと

する。 

(県民の責務) 

第５条 県民は、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっ

とり、男女共同参画の推進に努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進

に努めなければならない。 

２ 事業者は、男女が職場における活動に対等に参画する機会の確保に努めるとともに、職業生活

における活動と家庭生活における活動その他の活動とを両立して行うことができる職場環境を

整備するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならな

い。 
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(性別による権利侵害の禁止) 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別

的取扱い、セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によってその者に不

利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害することをいう。)、男女間における

暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を著しく与える行為をいう。)その他の行為により男女の人権

を損なうことのないようにしなければならない。 

 

 第２章 基本的施策 

(男女共同参画計画の策定) 

第８条 知事は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第14条第1項の規定により男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画(以下「男女共同参画計画」と

いう。)を策定するに当たっては、あらかじめ、石川県男女共同参画審議会の意見を聴くととも

に、県民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。 

２ 前項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

(県民及び事業者の理解を深めるための措置) 

第９条 県は、広報活動等を通じて、男女共同参画に関する県民及び事業者の理解を深めるととも

に、学校教育、社会教育その他の教育及び県民の学習活動において男女共同参画に関する教育及

び学習の促進のための適切な措置を講ずるものとする。 

(男女共同参画推進員の設置) 

第10条 県は、県民の協力を得て男女共同参画の推進を図るため、男女共同参画計画の普及啓発そ

の他の活動を行う男女共同参画推進員を置くものとする。 

(調査研究) 

第11条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施するため、必要な調査研究を

行うものとする。 

(報告の徴収等) 

第12条 知事は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画

の状況について報告を求めることができる。 

２ 知事は、前項の規定により把握した男女共同参画の状況を取りまとめ、公表することができる。 

３ 知事は、第1項の報告に基づき、事業者に対し、情報の提供その他の必要な措置を講ずること

ができる。 

(苦情の処理等) 

第13条 知事は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影

響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は男女共同参画の推進を阻害する要因によって

人権が侵害された場合の事案について、県内に住所を有する者又は在勤若しくは在学する者(次

項において「県民等」という。)からの申出を適切かつ迅速に処理するための機関を設置するも

のとする。 
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２ 県民等は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響

を及ぼすと認められる施策について苦情がある場合又は男女共同参画の推進を阻害する要因に

よって人権を侵害された場合には、前項の機関に申し出ることができる。 

３ 第1項の機関は、前項の規定により苦情の申出があった場合において、必要に応じて、前項の

施策を行う県の機関に対し、説明を求め、その保有する関係書類その他の記録を閲覧し、又はそ

の写しの提出を求め、必要があると認めるときは、当該機関に是正その他の措置を講ずるよう助

言、指導又は勧告を行うものとする。 

４ 第1項の機関は、第二項の規定により人権を侵害された旨の申出があった場合において、必要

に応じて、関係者に対し、その協力を得た上で資料の提出及び説明を求め、必要があると認める

ときは、当該関係者に助言、是正の要望等を行うものとする。 

(市町村に対する支援等) 

第14条 県は、市町村が実施する男女共同参画の推進に関する施策及び県民又は民間の団体が行う

男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう

努めるものとする。 

２ 県は、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策について、市町村に対し、協力を求める

ことができる。 

(年次報告) 

第15条 知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の推進に関する施策の実施の

状況についての報告書を作成し、公表するものとする。 

(推進体制の整備) 

第16条 県は、国、市町村、県民及び事業者と連携しつつ、男女共同参画に関する施策を積極的に

推進するための体制を整備するものとする。 

(財政上の措置) 

第17条 県は、男女共同参画の推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

 第３章 石川県男女共同参画審議会 

第 18 条 男女共同参画計画その他男女共同参画の推進に関する基本的事項について調査審議する

ため、石川県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

２ 審議会は、前項の調査審議を行うほか、男女共同参画の推進に関し必要と認める事項について、

知事に意見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員20人以内で組織する。 

４ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。 

５ 委員は、男女共同参画に関し識見を有する者のうちから、知事が任命する。 

６ 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

７ 委員は、再任されることができる。 

８ 委員は、非常勤とする。 
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９ 審議会に、会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

10 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

11 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 

12 第二項から前項までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

 

 第４章 雑則 

(規則への委任) 

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

  附則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成14年4月1日から施行する。 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律 

平成１３年１０月１３日施行 

（平成１６年６月２日改正） 

（平成１９年７月１１日改正） 

目次 

 前文 

 第１章   総則（第１条～第２条） 

 第１章の２ 基本方針及び都道府県基本計画等（第２条の２～第２条の３） 

 第２章   配偶者暴力相談支援センター等（第３条～第５条） 

 第３章   被害者の保護（第６条～第９条の２） 

 第４章   保護命令（第１０条～第２２条） 

 第５章   雑則（第２３条～第２８条） 

 第６章   罰則（第２９条～第３０条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の

実現に向けた取組が行われている。 

 ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、

被害者の救済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場

合女性であり、経済的自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害

し、男女平等の実現の妨げとなっている。 

 このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止

し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶

しようと努めている国際社会における取組にも沿うものである。 

 ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配

偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

 第一章 総則  

（定義）   

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力（身体に対す

る不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。）又はこれに準ずる心

身に有害な影響を及ぼす言動（以下この項において「身体に対する暴力等」と総称する。）をいい、

配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された

場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。  

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含み、「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、

事実上離婚したと同様の事情に入ることを含むものとする。 

（国及び地方公共団体の責務） 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援するこ

とを含め、その適切な保護を図る責務を有する。 
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 第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針）  

第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五

項において「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に

関する基本的な方針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を

定めなければならない。  

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同上第三項の

市町村基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。  

 一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項  

 二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項  

 三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関

の長に協議しなければならない。  

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければな

らない。  

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」

という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

 一  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針  

 二  配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項  

 三  その他配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する重要事項  

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、

当該市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的

な計画（以下この条において「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又はこれを変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために

必要な助言その他の援助を行うよう努めなければならない。  

 

 第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、当該各施設

が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。  

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センタ

ーとしての機能を果たすようにするよう努めるものとする。  

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる

業務を行うものとする。  

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機

関を紹介すること。  

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う

こと。  
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三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、

第六号、第五条及び第八条の三において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行

うこと。  

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制

度の利用等について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。  

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他

の援助を行うこと。  

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整そ

の他の援助を行うこと。  

４ 前項第三号の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。  

５ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力

の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。  

（婦人相談員による相談等）  

第四条 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導を行うことができる。  

（婦人保護施設における保護）  

第五条 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護を行うことができる。 

 

 第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この

章において同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警

察官に通報するよう努めなければならない。  

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官

に通報することができる。この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。  

３ 刑法 （明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、

前二項の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。  

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾

病にかかったと認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の

利用について、その有する情報を提供するよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応

じ、被害者に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容につ

いて説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。   

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法 （昭和二

十九年法律第百六十二号）、警察官職務執行法 （昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の

定めるところにより、暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防

止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面に

ついては、方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受
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けている者から、配偶者からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があ

り、その申出を相当と認めるときは、当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員

会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防止するための措置の教示その他配偶者からの暴力

による被害の発生を防止するために必要な援助を行うものとする。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法 （昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条におい

て「福祉事務所」という。）は、生活保護法 （昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法 （昭

和二十二年法律第百六十四号）、母子及び寡婦福祉法 （昭和三十九年法律第百二十九号）その他の

法令の定めるところにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければ

ならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所等都道府県又は市町村の関係機関

その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申

出を受けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。  

 

 第四章 保護命令  

（保護命令）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に

対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以

下この章において同じ。）が、配偶者からの身体に対する暴力を受けた者である場合にあっては配

偶者からの更なる身体に対する暴力（配偶者からの身体に対する暴力を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身

体に対する暴力。第十二条第一項第二号において同じ。）により、配偶者からの生命等に対する脅

迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力（配偶者からの生命等に対

する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配

偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力。同号において同じ。）により、その生命又

は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命

又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又

は生命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者。以下この条、同項第三号及び第四号並びに第十八条第一項において

同じ。）に対し、次の各号に掲げる事項を命ずるものとする。ただし、第二号に掲げる事項につい

ては、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

一 命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠とし

ている住居を除く。以下この号において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまと

い、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこ

と。  

二 命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去

すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないこと。  

２ 前項本文に規定する場合において、同項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判

所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配
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偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六

月を経過する日までの間、被害者に対して次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならないことを

命ずるものとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファク

シミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ

装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること。 

六 汚物、動物の死体その他著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り

得る状態に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心

を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

３ 第一項本文に規定する場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並び

に第十二条第一項第三号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼

年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその

同居している子に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると

認めるときは、第一項第一号の規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立

てにより、その生命又は身体に危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の

効力が生じた日以後、同号の規定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日まで

の間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同

じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学

する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。

ただし、当該子が十五歳以上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項本文に規定する場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密

接な関係を有する者（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及

び次項並びに第十二条第一項第四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野

又は乱暴な言動を行っていることその他の事情があることから被害者がその親族等に関して配偶者

と面会することを余儀なくされることを防止するため必要があると認めるときは、第一項第一号の

規定による命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、その生命又は身体に

危害が加えられることを防止するため、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、同号の規

定による命令の効力が生じた日から起算して六月を経過する日までの間、当該親族等の住居（当該

配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の場所におい

て当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の

同意（当該親族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同

意）がある場合に限り、することができる。 

（管轄裁判所）  

第十一条 前条第一項の規定による命令の申立てに係る事件は、相手方の住所（日本国内に住所がな

いとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。  
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２ 前条第一項の規定による命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもするこ

とができる。  

 一 申立人の住所又は居所の所在地  

 二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地  

（保護命令の申立て）  

第十二条 第十条第一項から第四項までの規定による命令（以下「保護命令」という。）の申立ては、

次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。  

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況  

二 配偶者からの更なる身体に対する暴力又は配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた後の配偶

者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認

めるに足りる申立ての時における事情  

三 第十条第三項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子

に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があ

ると認めるに足りる申立ての時における事情  

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して

配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認め

るに足りる申立ての時における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、

又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 前項の書面（以下「申立書」という。）に同項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がない場

合には、申立書には、同項第一号から第四号までに掲げる事項についての申立人の供述を記載した

書面で公証人法 （明治四十一年法律第五十三号）第五十八条ノ二第一項 の認証を受けたものを添

付しなければならない。  

（迅速な裁判）  

第十三条 裁判所は、保護命令の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これ

を発することができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達するこ

とができない事情があるときは、この限りでない。  

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当

該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し又は援助若しくは保

護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求めるものとす

る。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やか

に応ずるものとする。  

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署

の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定

により書面の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。  

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論
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を経ないで決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。  

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日に

おける言渡しによって、その効力を生ずる。  

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居

所を管轄する警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。  

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又

は援助若しくは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イ

からニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨及

びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が

記載された配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相

談し、又は援助若しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知す

るものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。  

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。  

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があること

につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を

生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間

は、原裁判所も、この処分を命ずることができる。  

４ 前項の規定により第十条第一項第一号の規定による命令の効力の停止を命ずる場合において、同

条第二項から第四項までの規定による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の

停止をも命じなければならない。  

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。  

６ 抗告裁判所が第十条第一項第一号の規定による命令を取り消す場合において、同条第二項から第

四項までの規定による命令が発せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなけれ

ばならない。  

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によ

りその効力の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速や

かに、その旨及びその内容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとす

る。 

８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合に

ついて準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、

当該保護命令を取り消さなければならない。第十条第一項第一号又は第二項から第四項までの規定

による命令にあっては同号の規定による命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した後にお

いて、同条第一項第二号の規定による命令にあっては当該命令が効力を生じた日から起算して二週

間を経過した後において、これらの命令を受けた者が申し立て、当該裁判所がこれらの命令の申立

てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。  

２ 前条第六項の規定は、第十条第一項第一号の規定による命令を発した裁判所が前項の規定により

当該命令を取り消す場合について準用する。  

３ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、前二項の場合について準用する。  
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（第十条第一項第二号の規定による命令の再度の申立て）  

第十八条 第十条第一項第二号の規定による命令が発せられた後に当該発せられた命令の申立ての理

由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする同号の規定による

命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居

しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由により当該発せられた命令の効力が生

ずる日から起算して二月を経過する日までに当該住居からの転居を完了することができないことそ

の他の同号の規定による命令を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、当該命

令を発するものとする。ただし、当該命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障

を生ずると認めるときは、当該命令を発しないことができる。  

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の

部分中「次に掲げる事項」とあるのは「第一号、第二号及び第五号に掲げる事項並びに第十八条第

一項本文の事情」と、同項第五号中「前各号に掲げる事項」とあるのは「第一号及び第二号に掲げ

る事項並びに第十八条第一項本文の事情」と、同条第二項中「同項第一号から第四号までに掲げる

事項」とあるのは「同項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第十八条第一項本文の事情」とする。 

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若し

くは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求するこ

とができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び

出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りで

ない。  

（法務事務官による宣誓認証）  

第二十条 法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域内に公証人がいない場合又は公証人が

その職務を行うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局若しくは地方法務局又はその支

局に勤務する法務事務官に第十二条第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。）の認証を行わせることができる。  

（民事訴訟法 の準用）  

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質

に反しない限り、民事訴訟法 （平成八年法律第百九号）の規定を準用する。  

（最高裁判所規則）  

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所

規則で定める。  

 

 第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項にお

いて「職務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれて

いる環境等を踏まえ、被害者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安

全の確保及び秘密の保持に十分な配慮をしなければならない。  

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する

理解を深めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教

育及び啓発に努めるものとする。  
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（調査研究の推進等）  

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害

者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の

推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を

行う民間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市の支弁）  

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。  

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う婦人相談所の運営に要する費用（次号に

掲げる費用を除く。）  

二 第三条第三項第三号の規定に基づき婦人相談所が行う一時保護（同条第四項に規定する厚生労

働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）に要する費用  

三 第四条の規定に基づき都道府県知事の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用  

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委

託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用  

２ 市は、第四条の規定に基づきその長の委嘱する婦人相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけ

ればならない。  

（国の負担及び補助）  

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用の

うち、同項第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。  

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

 第六章 罰則  

第二十九条 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

第三十条 第十二条第一項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定

により記載すべき事項について虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万

円以下の過料に処する。  

 

 

 附 則 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六

条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援セ

ンターに係る部分に限る。）、第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行

する。 

（経過措置） 

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に

関して相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに

係る事件に関する第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用について

は、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。 
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（検討） 

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を

勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

 附 則 （平成一六年六月二日法律第六四号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規

定による命令に関する事件については、なお従前の例による。  

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対

する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律によ

る改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十

条第一項第二号の規定による命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があっ

た場合における新法第十八条第一項の規定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週

間」とする。  

（検討） 

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、

検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

 附 則 （平成一九年七月十一日法律第百十三号）  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置） 

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護

に関する法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件について

は、なお従前の例による。 

（民事訴訟費用等に関する法律の一部改正） 

第三条 民事訴訟費用等に関する法律（昭和四十六年法律第四十号）の一部を次のように改正する。 

 別表第一の十六の項中「第十条の」を「第十条第一項から第四項までの」に改める。 
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年次 世界の動き 日本の動き 石川県の動き

1945
昭20

・国際連合発足
・国連憲章採択

・「改正選挙法公布」（婦人参政権）

1946
昭21

・国連婦人の地位委員会設置 ・第22回総選挙で初の婦人参政権行使
・日本国憲法公布（男女平等の明文化）

1947
昭22

・世界人権宣言採択 ・日本国憲法施行

1948
昭23

・労働省発足、婦人少年局設置

1949
昭24

・第1回女性週間（4月10日～16日）

1967
昭42

・婦人に対する差別撤廃宣言採択

1975
昭50

・国際婦人年　目標「平等・発展・平和」
・国際婦人年世界会議開催（ﾒｷｼｺｼﾃｨ）
・「世界行動計画」採択
・「国連婦人の十年」（'76～'85）決定

・総理府に婦人問題企画推進本部設置
・総理府婦人問題担当室設置

1976
昭51

・「特定職種育児休業法」施行（教職員等）
・「民法等の一部を改正する法律」公布
　（婚氏続称制度）

1977
昭52

・「国内行動計画」策定（S52～61）
・国立婦人教育会館開館

・県民課に「婦人問題担当窓口」設置（4月）

1978
昭53

・知事の私的諮問機関「石川県婦人問題懇
　話会」設置（4月）

1979
昭54

・「女子差別撤廃条約」採択 ・県民課に「公聴婦人係」設置（4月）

1980
昭55

・国連婦人の十年中間年世界会議開催
　（コペンハーゲン）
・「国連婦人の十年後半期行動プログラム」
　採択

・「女子差別撤廃条約」署名

・「民法」及び「家事審判法」改正（配偶者相
　続分引き上げ）

・婦人行政庁内連絡会議設置（5月）

・「石川県婦人白書」刊行（以降、57・59・
　元年度刊行）

1981
昭56

・「ＩＬＯ第156号条約（家族的責任を有する
　男女労働者の機会及び待遇の均等に関
　する条約）」採択
・「女子差別撤廃条約」発効

・「国内行動計画」後期重点目標決定 ・「石川県婦人行動計画」策定（3月）

1983
昭58

・婦人問題広報誌「石川婦人の広場」創刊
　（10月）（毎年2回発行）

1984
昭59

・「国籍法及び戸籍法の一部を改正する法
　律」公布（国籍の父母両系主義採用）

1985
昭60

・国連婦人の十年ナイロビ世界会議開催
・「西暦2000年に向けての婦人の地位向上
　のためのナイロビ将来戦略」採択

・「男女雇用機会均等法」公布
・「国民年金法」改正（女性の年金権確立）
・「女子差別撤廃条約」批准

1986
昭61

・「男女雇用機会均等法」施行
・「労働基準法」改正（女子保護規定一部廃
　止、母性保護規定の拡充）

・県民生活課に「婦人係」設置（4月）

1987
昭62

・「西暦2000年に向けての新国内行動計
　画」策定（S62～H12）

・新婦人行動計画「いしかわ婦人プラン21」
　策定（5月）

1989
平元

・「児童の権利に関する条約」採択 ・学習指導要領の改訂（高等学校家庭科の
　男女必修等）

1990
平2

・「婦人の地位の向上のためのナイロビ将
　来戦略の第1回見直しと評価に伴う勧告
　及び結論」採択

・県民生活課に「婦人企画室」設置（4月）

1991
平3

・「西暦2000年に向けての新国内行動計画」
　第一次改定
・「育児休業等の関する法律」公布

・婦人青少年課設置、「婦人企画室」移管
　(4月)

1992
平4

・「育児休業等に関する法律」施行

・婦人問題担当大臣任命

・女性問題広報誌「エールいしかわの女性
　へ」に改称(1月)
・「各種婦人団体連絡協議会」を「各種女性
  団体連絡協議会」に改称(4月)
・「婦人企画室」廃止(3月)
・「財団法人いしかわ女性基金」設立(9月)

1993
平5

・国連世界人権会議開催（ウィーン）
　「ウィーン宣言及び行動計画」採択

・「女性に対する暴力の撤廃に関する宣
　言」採択

・中学校での家庭科の男女必修完全実施

・「パートタイム労働法」施行

・「いしかわ女性行動計画」策定（3月）
・「婦人青少年課婦人係」を「女性青少年課
　女性係」に改称(4月)
・「石川県婦人生活会館」を教育委員会から
　県民生活局に移管し「石川県女性ｾﾝﾀｰ」
　に改称(4月)
・「石川県婦人問題懇話会」を「石川県女性
　ビジョン懇話会」に改称(4月)

1994
平6

・女子差別撤廃条約履行状況報告審議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（第2，3回）

・高等学校での家庭科の男女必修実施
・男女共同参画審議会設置
・総理府男女共同参画室設置
・男女共同参画推進本部設置

1995
平7

・第４回世界女性会議開催（北京）
　「北京宣言」及び「行動綱領」採択

・「育児休業等に関する法律の一部を改正
　する法律」公布（介護休業に関する部分
　をH11年度から実施）
・「ＩＬＯ156号条約」批准

・石川県女性白書「石川の女性」刊行(3月)
・「女性ＮＧＯフォーラム」参加(9月)
・「男女平等に関する県民意識調査」実施
　(10月)

男　女　共　同　参　画　の　推　進　に　関　す　る　年　表

60



年次 世界の動き 日本の動き 石川県の動き

1996
平8

・男女共同参画審議会答申「男女共同参画
　ビジョン－21世紀の新たな価値の創造－」
・「男女共同参画2000年プラン」策定

・「国際レディースフォーラム」の開催(6月)

・「男女共同参画推進地域会議」開催(11月)

1997
平9

・「男女雇用機会均等法」改正

・労働省「婦人局」を「女性局」に、都道府県
　「婦人少年室」を「女性少年室」に改称
・「介護保険法」公布

・第５回世界女性会議アクション行動ベトナ
　ム・マレーシア派遣(9月)

1998
平10

・男女共同参画審議会答申「男女共同参画
　社会基本法－男女共同参画社会を形成
  するための基礎的条件づくり－」

・「いしかわ女性行動計画」改定（2月）
・中国・江蘇省女性団体交流事業の開始
　受入(10月)、派遣(11月)

1999
平11

・改正「男女雇用機会均等法」施行
・男女共同参画審議会答申「女性に対する
　暴力のない社会の実現を目指して」
・改正「労働基準法」施行
・「男女共同参画社会基本法」公布・施行
・「食料・農業・農村基本法」公布・施行（女
　性の参画の促進を規定）

・男女共同参画推進員を100名委嘱(9月)

2000
平12

・国連特別総会「女性2000年会議」開催
　（ニューヨーク）
　「政治宣言」及び「成果文書」採択

・「介護保険法」施行

・男女共同参画審議会答申「女性に対する
　暴力に関する基本的方策について」
・男女共同参画審議会答申「男女共同参画
　基本計画策定に当たっての基本的考え方」
・「男女共同参画基本計画」策定

・女性青少年課に「男女共同参画推進室」
　設置(4月)
・「男女共同参画に関する県民意識調査」
　実施(5月)

2001
平13

・内閣府に「男女共同参画会議」及び「男女
　共同参画局」設置
・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の
　保護に関する法律」公布・施行

・「いしかわ男女共同参画プラン2001」策定
　(3月)
・男女共同参画推進員を123名に増員(4月)
・「石川県男女共同参画推進条例」公布・施
　行(10月)
・男女共同参画推進員を198名に増員(11月)

2002
平14

・アフガニスタンの女性支援に関する懇談会
　開催

・「男女共同参画苦情処理機関」設置(4月)
・女性相談支援センター設置(4月)
・石川県男女共同参画審議会設置(5月)

2003
平15

・女子差別撤廃条約履行状況報告審議
　　　　　　　　　　　　　　　　　（第４，５回）

・「次世代育成支援対策推進法」施行 ・「女性青少年課男女共同参画推進室」を
　「男女共同参画課」に改編(4月)

2004
平16

・改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律」公布・施行
・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護のための施策に関する基本的な方針」策
定

2005
平17

・「北京プラス10」開催 ・改正「育児休業等に関する法律」施行
　（仕事と子育ての両立支援）
・男女共同参画基本計画（第2次）策定

・「男女共同参画に関する県民意識調査」
　実施(7月)
・「配偶者暴力防止及び被害者保護に関する
  基本計画」策定(10月)

2006
平18

「東アジア男女共同参画担当大臣会合」開催

2007
平19

・改正「男女雇用機会均等法」施行
・改正「労働基準法」施行
・改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律」公布

・「いしかわ男女共同参画プラン」策定(3月)

2008
平20

・改正「配偶者からの暴力の防止及び被害者
の保護に関する法律」施行
・「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保
護に関する基本的な方針」改定

2009
平21

・女子差別撤廃条約実施状況報告審議
                                       （第６回）

・男女共同参画会議諮問「男女共同参画に関
する施策の基本的な方向について」

・男女共同参画推進員を95名委嘱（4月）
・男女共同参画推進応援団（推進員経験者）
　の設置

2010
平22

・改正「育児・介護休業法」施行
・「第3次男女共同参画基本計画」策定(12月) ・「男女共同参画に関する県民意識調査」

　実施(5月)

2011
平23

・内閣府男女共同参画局推進課に
 「暴力対策推進室」を新設(4月)

・「いしかわ男女共同参画プラン2011」を
　策定(3月)
・「企業における男女共同参画に関する取組
　状況実態調査」実施(8月)

2012
平24

（12月末）

・「女性の活躍促進による経済活性化」行動
計画～働くなでしこ大作戦～決定（6月） ・いしかわ男女共同参画推進宣言企業認定制度

を創設（6月）、シンボルマークを決定（12月）
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男女共同参画苦情処理状況 

男女が互いの人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を発

揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、石川県では意識啓発はもとより子育て支援、雇用機

会均等などの取組を行っている。 

この苦情処理機関は、広範・多岐にわたる男女共同参画施策に対する県民の苦情や意見を広く

把握し、適切に施策に反映させていくことや、男女共同参画社会の形成を阻害する要因よって人

権が侵害された被害者の救済を通して、男女共同参画社会づくりを支えていくため設置した。 

平成１４年４月に設置されて10年間が経過し、その間の苦情処理の状況は次のとおりである。 

 

石川県男女共同参画苦情処理機関 

男女共同参画推進条例に基づき設置された機関です。 

行政から独立した機関として、苦情処理委員が県民の皆さんからの 

男女共同参画に関する苦情等の申出を公平、中立な立場に立って処理します。 

 

  男女共同参画        夫・パートナーからの 

                 に関する県の                 暴力、セクハラなど 

                 施策について                人権が侵害された場合 

               

・苦情処理委員は、皆さんや関係者からお話を伺います。 

        ・裁判や調停のような手続きや審理はありません。 

                ・苦情処理委員は、男女共同参画推進の視点から検討します。 

                ・苦情処理委員は、適切、迅速に処理にあたります。 

 

《申出方法》 原則書面とします。郵送又はファックスにより受け付けます。 

(申出書は県のホームページ又は市町の男女共同参画行政担当窓口で入手できます。) 

《申 出 先》 石川県男女共同参画課内「男女共同参画苦情処理委員」あて 

           郵送 〒920-8580 金沢市鞍月１－１ 専用 FAX 076-225-1379 

区分 

 

年度 

男女共同参画の推進に関する

施策 

男女共同参画の推進に影響を

及ぼすと認められる施策 
人権侵害事案 

電話等

問合せ

件数 概要 件数 概要 件数 概要 件数 

１４ ０  ０  ２ 
セクシュアル・ハラスメント 

ＤＶ 
１５ 

１５ ０  ０  ０    ６ 

１６ ０  ０  ０    ７ 

１７ ０  ０  ０  １３ 

１８ ０  ０  ０  １３ 

１９ ０  ０  ０  １２ 

２０ ０  ０  １ セクシュアル・ハラスメント   ７ 

２１ ０  ０  ０  １５ 

２２ ０  １ 扶養手当の認定 ０  ７ 

２３ ０  ０  ０  １４ 
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内閣府や石川県の定める男女共同参画に関するシンボルマーク 

 

 

 
男女共同参画のシンボルマーク 

 内閣府男女共同参画局は、平成 21 年に男女共同参画社会

基本法制定 10 周年を迎えるにあたり、男女共同参画のシン

ボルマークを作成しました。 
 このシンボルマークは、男女が手を取り合っている様子を

モチーフにし、互いに尊重しあい、共に歩んでいけたらとい

う願いをこめています。 

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 

 女性に対する暴力の問題に対する社会における認識を更に

深めてもらおうと内閣府男女共同参画局が定めたものです。 
 女性の表情、握りしめたこぶし、クロスさせた腕により、 女
性に対する暴力を断固として拒絶する強い意志を表していま

す。 

「いしかわ男女共同参画推進宣言企業」シンボルマーク 

石川県では企業における男女共同参画の推進について、県民

への理解と関心を広め、県が認定した「いしかわ男女共同参画

推進宣言企業」の取組意識の向上及びイメージアップを図るた

めのシンボルマークを公募し、平成24年 12月に決定しました。 

人を表わす四つの図形は男女共同参画の「共」を、それを囲

む輪図形は石川県の「い」をデザインし、ひと・企業・社会の

調和を表しています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年１月 

 

石川県県民文化局男女共同参画課 

〒920-8580 金沢市鞍月１丁目１番地 

TEL(076)225-1378・FAX(076)225-1374 

e-mail：danjo@pref.ishikawa.lg.jp 

          ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/ 




